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・
沿
革

昭
和
四
四
年
四
月
七
日

昭
和
四
五
鐘
．
四
月
七
日

九
月
二
五
日

一
○
月
五
日

昭
和
四
六
年
三
月
二
○
日

四
月
五
日

四
月
八
日

六
月
一
日

七
月
一
日

昭
和
四
七
年
四
月
一
○
日

昭
和
四
八
年
四
月
九
日

昭
和
四
九
年
四
月
二
日

九
月
二
○
日

九
月
二
○
日

昭
和
五
○
年
四
月
一
○
日

昭
和
五
一
年
四
月
八
日

新
庁
舎
の
落
成
式
を
挙
行

第
二
三
期
司
法
修
習
生
（

第
二
四
期
司
法
修
習
生
（

第
二
五
期
司
法
修
習
生
（

第
二
六
期
司
法
修
習
生
（

（

六
代
所
長
守
田
直
就
任

文
京
区
湯
島
四
丁
目
六
番
六
号
（
旧
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
跡
）

第
二
三
期
司
法
修
習
生
面
和
四
四
年
度
採
里
の
修
習
終
了

文
京
区
湯
島
四
丁
目
六
番
六
号
の
新
庁
舎
に
移
転

所
長
鈴
木
忠
一
退
任

第
一
二
期
司
法
修
習
生
繭
和
四
二
年
度
採
用
｝
の
修
習
終
了

第
三
一
期
司
法
修
習
生
（
昭
和
四
三
年
度
採
用
）
の
修
習
終
了

七
代
所
長
大
塚
正
夫
就
任

第
二
七
期
司
法
修
習
生
（
昭
和
四
八
年
度
採
用
）
の
修
習
終
了

第
二
八
期
司
法
修
習
生
（
昭
和
四
九
年
度
採
国
の
修
習
終
了

所
長
守
闘
頂
退
任
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９
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昭
和
四
四
年
七
月
採
思
の
修
習
終
了

（
昭
和
四
五
年
度
採
里
の
修
習
終
了

（
昭
和
四
六
年
度
採
思
の
修
習
終
了

（
昭
和
四
七
年
度
採
思
の
修
習
終
了

一
歩
①

に
新
庁
舎
竣
工

ｌ

ｌ

Ｐ

Ｉ

ｌ

四
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機
．
構

一
司
法
研
修
所
は
、
熱
判
官
及
び
司
法
修
習
生
の
人
格
識
見
の
向
上
、
司
法
に
関
す
る
理
誌
と
実
務
の
研
究
又
は
修
得
を
指
導
す
る

た
め
に
、
最
澗
裁
判
所
に
設
置
さ
れ
た
機
関
で
あ
っ
て
（
「
司
法
研
修
所
規
程
第
一
条
』
後
出
一
二
頁
文
司
法
研
修
所
教
官
の
中
か
ら

補
せ
ら
れ
た
司
法
研
修
所
長
海
般
高
裁
判
所
長
官
の
監
督
を
受
け
て
そ
の
事
務
を
漿
理
し
、
司
法
研
修
所
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

寺
つ
＠

事
務
局
は
、
司
法
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程
震
出
一
三
夏
に
基
づ
い
て
司
法
研
修
所
の
庶
務
全
般
を
分
箪
し
て
い
る
。
難
務

局
長
は
、
判
事
又
は
判
事
補
を
も
っ
て
あ
て
ら
れ
司
法
行
政
上
の
職
務
に
関
す
る
規
則
天
所
長
の
命
を
受
け
て
騏
務
局
の
事
務
を

蒙
理
し
、
事
務
局
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

以
上
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

所
長
以
外
の
教
官
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
科
目
で
あ
る
民
事
裁
判
、
刑
事
裁
判
、
検
察
、
民
事
弁
護
、
刑
駆
弁
謹
の
五
科
目
の

い
ず
れ
か
を
専
任
し
て
お
り
、
そ
の
担
当
す
る
科
目
に
つ
い
て
実
務
の
経
験
の
深
い
裁
判
富
検
察
買
弁
謎
士
が
こ
れ
に
あ
て
ら

れ
る
。 司

法
研
修
所
の
職
員
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
の
指
導
を
直
接
担
当
す
る
司
法
研
修
所
教
官
と
、

ろ
寧
務
局
の
職
員
と
に
大
別
さ
れ
ろ
。
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3

司
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４
１
台
副
ｄ
Ｐ
Ｆ
△
Ｉ
ｆ
９
６
０
ｒ
旬
●
。
二
司
法
修
習
生
の
綴
習
に
関
す
る
事
務
は
次
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
．

れ
ぞ
れ
鰡
議
の
上
定
め
る
。

司
法
修
習
生
の
修
習
指
導
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
司
法
研
修
所
長
が
定
め
る
が
、
》
で
の
う
ち
修
習
の
企
画
そ
の
他
重
要
な
事
項

を
定
勘
ろ
に
は
、
所
長
を
議
長
と
す
る
教
官
会
謹
の
識
を
軽
ろ
．
そ
の
実
施
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
細
目
は
、
各
科
目
の
教
官
が
そ

鰻
腐
識
鍔
ｌ
噂
研
雫

長 槻

鰯

…

も

一
一
一
吋

総
務
課

一
企
画
課
一
》
》
諦

画
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閏
同
一

志
雫
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一
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I

修
、
研
究
の
た
め
に
は
極
め
て
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
る
。

現
庁
舎
は
、
昭
和
四
四
年
六
月
起
工
、
昭
和
四
六
年
三
月
二
○
日
に
竣
工
し
た
も
の
で
、
鉄
鰯
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
、
本
館
は
五
階

建
、
建
築
面
積
一
、
四
九
八
・
四
○
平
方
米
、
延
而
稜
五
、
七
九
七
・
八
五
平
方
米
、
別
館
講
堂
棟
は
、
二
階
建
、
建
築
面
穣
一
、
六

九
二
・
五
三
平
方
米
、
延
面
積
二
、
七
八
三
・
三
五
平
方
米
、
そ
の
ほ
か
付
属
車
庫
棟
一
階
建
二
三
・
六
四
平
方
米
が
あ
る
。

敷
地
三
○
、
五
六
三
・
六
九
平
方
米
の
柵
内
に
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
旧
岩
崎
邸
（
木
造
洋
腿
建
物
二
階
建
本
館
及

び
付
属
撞
球
場
並
び
に
日
本
建
築
日
本
週
と
豊
窟
に
樹
木
を
配
し
た
広
大
な
庭
園
が
あ
り
、
都
心
に
侭
珍
し
く
閑
静
で
あ
っ
て
、
研

昭
和
四
六
年
四
月
八
日
現
庁
舎
に
移
転
し
た
。

司
法
研
修
所
は
、
昭
和
二
三
年
六
月
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
稀
地
の
元
行
政
裁
判
所
跡
に
庁
舎
を
建
設
、
こ
こ
で
二
三
年
余
の
歳
月

を
経
た
が
、
庁
舎
の
老
朽
、
狭
陰
の
た
め
、
文
京
区
湯
島
四
丁
目
六
番
六
号
眉
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
跡
）
に
新
庁
舎
を
建
設
し
、

本
館
は
、
教
室
二
、
演
習
室
四
の
ほ
か
、
所
長
、
教
官
並
び
に
事
務
局
職
員
の
辮
務
室
、
会
競
室
等
に
あ
て
ら
れ
、
別
館
講
堂
城

は
大
謎
堂
、
中
識
堂
、
図
譜
室
、
食
堂
葱
ど
漣
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
‘

寄
宿
蟻
と
し
て
は
、
昭
和
二
四
年
二
月
以
来
、
小
石
川
分
室
唇
使
用
し
て
き
た
が
、
昭
和
四
二
年
三
月
、
千
葉
県
松
戸
市
新
作
一
○
三

五
番
地
に
新
合
描
舎
を
建
築
し
、
こ
れ
を
司
法
研
修
所
松
戸
分
室
と
称
し
、
昭
和
四
二
年
七
月
二
○
日
に
小
石
川
分
室
か
ら
移
転
し
た
．

こ
の
松
戸
分
室
互
下
寮
と
い
う
。
）
は
、
国
電
常
碆
線
馬
橋
駅
下
車
徒
歩
約
八
分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
敷
地
四
、
二
二
平
方
米

二
、
二
七
六
坪
天
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
五
階
建
建
築
面
識
一
、
八
○
○
平
方
米
｛
五
匹
五
坪
天
延
面
讃
五
、
九
五
一
平
方
米

施
賎
七

二
合
宿
舎 一

吋

｛

一

施

一
本
庁
舎
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○
室
で
あ
り
、
各
階
の
主
要
な
施
設
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
階
事
務
室
舎
監
室
宿
直
室
唇

二
階
居
室
四
四
塗
洗
濡
室
三
室

三
階
居
室
四
四
室
談
話
室
（
和
室
）

四
階
居
室
四
四
室
洗
邇
室
二
室

五
階
居
室
四
四
察
談
話
室
（
洋
室
）

図

居
室
は
和
室
で
、
一
室
の
定
員
は
二
塩
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
入
寮
者
は
、
一
定
額
の
食
賀
と
家
蟹
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
食
事
は
通
所
日
は
二
食
覇
・
夕
）
、
自
宅
起
案
日
、
日
曜
、
祝
日
等
全
員
在
寮
日
は
三
食
が
給
食
さ
れ
る
．

司
法
修
習
生
の
修
習
が
、
法
曹
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
を
備
え
あ
と
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
以
上
、
寄
宿
生
活
に
お
い
て
も
こ

の
修
習
目
的
が
具
体
化
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
秩
序
の
維
持
に
当
た
ろ
う
と
す
る
者
は
、
堂
ず
自
己
の
属
す
る
最

も
身
近
な
社
会
た
る
集
剛
生
活
の
規
律
を
尊
重
し
姪
け
れ
ば
な
ら
虻
い
で
あ
ろ
う
．
松
戸
分
室
は
、
将
来
法
曹
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の

修
習
の
た
め
の
宿
泊
施
股
と
し
て
、
入
淡
者
に
こ
の
よ
う
な
自
律
を
期
待
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ろ
。

三
図
書
室

１
概
況

司
法
研
修
所
図
醤
室
は
、
刺
設
の
際
旧
司
法
省
司
法
研
修
所
か
ら
承
継
し
た
蔵
譜
約
二
、
○
○
○
冊
を
韮
に
し
て
、
以
来
鋭
意
図

香
資
料
の
収
集
に
努
め
て
き
た
が
、
蔵
書
も
増
加
し
、
利
用
者
も
漸
増
し
た
の
で
、
昭
和
三
四
年
一
○
月
本
格
的
図
書
室
が
増
築
さ

れ
、
更
に
、
昭
和
四
六
年
新
庁
舎
の
建
設
に
当
た
っ
て
全
く
面
目
を
一
新
し
た
図
書
室
が
設
け
ら
れ
た
。

現
庁
舎
の
図
譜
室
は
、
別
館
講
堂
棟
一
階
の
東
側
を
占
め
、
閲
覧
室
一
三
七
・
四
平
方
米
、
雀
廊
延
四
○
二
平
方
米
へ
聯
務
室
一

り
ず
○
Ｆ

Ａ

施
設
八

二
、
八
○
三
坪
文
居
室
の
広
さ
は
一
四
・
一
二
平
方
米
（
抑
入
、
本
棚
を
含
み
約
四
・
三
坪
、
昼
数
は
四
・
五
畳
天
居
室
数
は
二
○

密
室
厚
生
室

ア
イ
ロ
ン
室

）
洗
源
室
二
室

ア
イ
ロ
ン
室

）
洗
濯
室
二
室

ろ
。
入
審
垂
椙
は
、

（
娯
楽
室
〉
食
堂
浴
室
居
室
二
四
室

化
陥
爬
帷
Ⅲ
岫
柵
い
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
ｌ
１
Ｉ
１
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．
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ｊ
ｌ
Ｉ
’
ノ
と
・
７
瀧
画
尻
力
瀞
樹
膿
倒
α
瞳
糊
て
あ
る
．
こ
の
ぅ
も
、
独
法
関
係
は
、
細
野
長
良
氏
の
蔵
書
を
譲
り
受
け
た
細
野

文
廊
の
ほ
か
、
旧
司
法
研
究
所
の
蔵
番
を
承
継
し
た
も
の
、
■
■
■
■
■
氏
の
寄
賑
図
番
な
ど
を
埜
本
と
し
て
、
独
逸
大
審
院
以
来
の

施
段
九

洋
書
は
側
と
ん
ど
大
部
分
が
法
律
関
係
の
図
鴇
で
あ
る
．

法
律
学
及
び
そ
の
補
助
科
学
の
理
論
と
実
務
に
関
す
る
専
門
番
、
法
学
教
育
鞭
い
し
法
曹
教
育
に
つ
い
て
の
図
番
腎
料
の
慨
か
、

教
誰
図
護
の
収
築
に
努
功
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
日
現
荘
の
蔵
書
は
、
六
一
、
○
六
四
冊
（
和
脅
四
九
、
○
三
一
冊
、
洋
霧
一

二
、
○
’
二
三
冊
）
に
達
し
、
》
卒
あ
ほ
か
最
寓
裁
判
所
、
法
務
省
そ
の
他
の
官
庁
資
料
、
内
外
の
法
律
専
門
雑
誌
を
収
坊
ろ
。
分
類
別

蹴
譜
数
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

ね
た
と
α
医
割
室
の
迦
営
に
つ
い
て
は
、
全
番
鰯
の
オ
ー
プ
ン
方
式
を
採
り
、
平
箇
は
午
後
六
時
霞
で
、
土
曜
日
は
午
後
四
時

半
ま
で
開
館
す
る
。
発
足
以
来
の
方
針
と
し
て
、
い
か
に
図
書
を
温
存
す
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
図
書
を
ひ
ろ
く
、
鮒
便
に
利
用

し
て
も
ら
う
か
に
考
磁
を
払
っ
て
い
る
。

六
・
八
平
方
米
か
ら
成
り
、
審
庫
は
二
階
式
一

席
を
備
え
て
い
ろ
。

な
お
、
こ
の
図
香
室
の
運
営
に
つ
い
て
は
、

半
ま
で
開
館
す
る
。
発
足
以
来
の
方
叶
と
し
一 （

１
４

・４コ吟、、

審
庫
は
二
階
式
で
書
架
の
収
容
可
能
冊
数
は
約
九
六
、
○
○
○
冊
で
、
閲
覧
室
は
約
四
○
人
分
の
閲
覧

学
一
学
一

’ I
(昭51． 12． 1 現在）
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０
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。
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分類別 図譜数
(冊）

総 記 2,038

法 律 32.“0

哲学・心理学・
倫理学・鶴理学
･宗教

1． 】94

鮮惣篁咳鰯
・教育

8．238

歴史・地理 843

自然科学 265

産 業 258

ユ0．

云 術 476

485

2,794
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本
庁
舎
に
、
テ
ニ
メ
コ
ー
ト
及
び
更
衣
室
が
あ
り
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
》
ブ
ー
ス
、
ピ
ン
ポ
ン
、
パ
ド
・
ミ
ン
ト
ン
葱
ど
の
速
鋤
用
具
が

備
え
つ
け
ら
れ
て
、
司
法
修
習
生
、
職
員
等
の
使
用
に
供
さ
れ
て
お
り
、
本
鰐
に
休
養
室
三
階
文
厚
生
室
面
壁
が
あ
り
、
別
館

一
階
に
裁
判
所
共
済
組
合
委
託
業
者
経
営
の
食
堂
が
あ
る
。
ま
た
、
広
大
な
庭
腫
は
、
休
憩
時
間
の
運
動
散
策
に
格
好
で
あ
る
◇

松
戸
分
室
に
も
、
野
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
ピ
ン
ポ
ン
等
の
通
勤
用
具
が
伽
え
つ
け
ら
れ
、
厚
生
室
（
一
階
｝
の
設
俄
が
あ
る
．

４
利
用
方
法

外
国
雑
誌
は
、

３
カ
ー
ド
目
録

四
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

閲
覧
用
カ
ー
ド
目
録
は
、
和
懇
洋
書
と
も
、
分
類
目
録
、
著
者
名
目
録
、
書
名
目
録
の
三
菰
を
設
け
、
著
者
名
目
録
は
、
全
蔵
書

を
著
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
編
成
し
て
、
著
者
名
に
よ
る
図
書
の
検
索
に
術
え
、
書
名
目
録
は
、
書
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
に
編
成
し
て
、
香
名
に
よ
る
検
索
に
備
え
、
分
類
目
録
は
全
蔵
書
を
一
定
の
体
系
に
分
類
し
薊
番
は
日
本
十
進
分
類
法
に
よ

る
。
）
、
そ
の
分
類
体
系
順
に
舗
成
し
て
、
あ
潟
項
目
に
関
す
る
図
霧
を
一
括
検
索
す
る
便
宜
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

司
法
修
習
生
、
職
員
な
ど
利
用
者
に
対
し
て
は
図
撫
婚
出
証
を
発
行
し
、
こ
れ
に
よ
り
館
外
貸
出
も
し
て
い
る
が
、
な
る
べ
く
手

け

続
の
煩
雑
を
避
け
、
簡
単
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

・
施
股
一
○

民
事
及
び
刑
壌
判
例
集
の
ほ
か
司
法
法
規
集
、
一
般
的
教
科
書
、
注
釈
譜
な
ど
の
収
集
に
努
め
、
一
応
の
講
査
に
串
を
欠
か
な
い
．

英
米
法
関
係
は
、
特
に
米
法
関
係
図
書
の
充
実
に
努
め
、
畠
。
『
号
８
弄
牌
風
伶
切
．
鈩
昌
§
８
毎
恩
的
①
宮
島
静
Ｈ
』
＄
な
ど
の
基
本

的
図
譜
を
中
心
に
し
て
、
普
頁
毎
日
③
○
．
巨
異
歸
ｇ
ｏ
風
①
篇
．
こ
い
○
＆
⑦
衿
冨
ｇ
冨
戸
巴
な
ど
の
判
例
集
、
法
令
集
を
加
え
、

体
系
的
な
収
集
が
で
き
て
い
る
。
仏
法
関
係
は
、
英
米
法
、
独
法
に
比
べ
る
と
壹
だ
不
十
分
で
あ
る
。

雑
誌
は
国
内
大
学
法
学
部
の
機
関
誌
そ
の
他
の
法
律
雑
誌
一
○
○
余
種
の
ほ
か
総
合
雑
誌
な
ど
一
般
教
養
雑
誌
も
術
え
て
い
る
。

外
国
雑
誌
峰
米
嗣
大
学
と
の
交
換
が
行
わ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
著
名
な
大
学
の
法
律
雑
誌
葱
ど
九
種
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
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I

以
下
司
法
修
習
生
の
採
用
か
ら
修
習
を
終
え
る
意
で
の
過
程
の
騒
酪
を
説
明
し
、
そ
れ
に
よ
り
て
修
習
制
度
の
全
貌
を
紹
介
す
る
こ

と
と
す
る
．

二
修
晋

旧
窓
法
の
も
と
に
お
い
て
は
、
判
事
と
検
事
の
謎
成
を
目
的
と
す
る
司
法
官
試
袖
の
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
弁
謹
士
韮
成
の

た
め
に
弁
懲
士
試
補
の
制
腫
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
修
習
期
間
は
一
年
六
か
月
で
あ
ウ
た
．
新
憲
法
の
も
と
に
お
い
て
は
、
法
曹
一
体

の
要
請
に
応
え
て
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
謹
士
の
い
ず
れ
を
志
望
す
る
に
せ
よ
、
司
法
修
習
生
と
し
て
少
な
く
と
も
二
年
間
修
習

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
（
裁
判
所
法
第
六
七
条
胃
司
法
研
修
所
が
そ
の
修
習
に
関
す
る
事
務
を
主
管
す
．
る
こ
と
に
な
っ

た
。

一
採
用

昭
和
一
画
年
玉
月
、
従
来
行
わ
れ
て
い
た
簡
等
試
験
司
法
科
試
験
が
廃
止
さ
れ
、
司
法
試
験
が
こ
れ
に
代
っ
て
実
施
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
司
法
修
習
生
は
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
の
う
ち
か
ら
蝦
凋
裁
判
所
が
命
ず
ろ
の
で
あ
る
が
蕊
判
所
法
第
六
六

釜
、
合
格
年
度
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
し
、
ま
た
旧
高
等
試
験
司
法
科
試
験
に
合
格
し
た
者
も
同
撰
で
あ
る
．

１
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
（
後
出
一
重
頁
以
工
に
よ
れ
ば
、
司
法
修
習
生
の
修
習
目
的
は
、
『
潟
い
識
見
と
円
満
な
常
識

を
蕊
い
、
法
律
に
関
す
る
理
論
と
実
務
を
身
に
つ
け
、
裁
判
官
、
険
祭
宮
又
は
弁
獲
士
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
と
能
力
を
伽
え
る
」

こ
と
に
あ
る
。
司
法
修
習
生
の
二
年
間
の
修
習
は
、
こ
の
理
想
が
で
き
る
か
ぎ
ｈ
実
現
す
る
た
駒
に
行
わ
れ
厳
け
れ
ば
砿
ら
な
い
．

ま
ず
第
一
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
蛾
、
法
律
実
務
家
す
と
わ
ち
裁
判
官
、
稜
察
宮
又
は
弁
護
士
と
な
る

錐
習
等
一
一

修
習
等
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第
三
に
留
意
す
べ
き
と
と
ば
、
司
法
研
修
所
が
、
単
に
裁
判
官
だ
け
の
菱
成
機
関
で
も
な
く
、
同
様
に
検
察
官
あ
る
い
は
弁
謹

士
だ
け
の
養
成
機
関
で
も
葱
く
、
広
く
法
律
実
務
家
を
養
成
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
司
法
修
習
生
は
、

将
来
の
志
望
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
、
検
察
及
び
弁
護
の
二
蔀
門
に
つ
い
て
、
虚
心
坦
懐
、
偏
ら
な
い
修
習
を
す
る
よ

う
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
司
法
修
習
生
は
、
将
来
そ
の
う
ち
い
ず
れ
の
道
を
と
る
に
せ
よ
、
法

曹
全
体
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
『
法
曹
は
一
つ
で
あ
る
」
こ
と
を
体
得
す
る
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
。

２
新
た
に
採
用
さ
れ
た
司
法
修
習
生
は
、
司
法
研
修
所
で
四
か
月
間
の
い
わ
ゆ
る
前
期
修
習
を
行
う
。
前
期
修
習
終
了
後
、
あ

ら
か
じ
め
司
法
研
修
所
長
の
定
め
た
実
務
修
習
地
に
お
い
て
、
裁
判
所
八
か
月
、
検
察
庁
四
か
月
、
弁
識
士
会
四
か
月
の
実
務
修

習
を
行
い
、
こ
れ
が
終
る
と
再
び
司
法
研
修
所
に
帰
っ
て
、
四
か
月
間
の
、
い
わ
ゆ
る
後
期
修
習
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
た
だ

第
二
に
、
司
法
修
習
生
の
修
習
は
、
専
門
家
と
な
る
た
め
の
修
業
で
あ
る
．
い
ず
れ
の
職
業
分
野
で
あ
っ
て
も
、
専
門
の
道
の

修
業
は
決
し
て
は
た
か
ら
見
る
よ
う
な
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。
法
律
実
務
家
た
る
た
め
の
修
業
も
同
織
で
あ
る
。
こ
と
に
、
い

ず
れ
の
専
門
も
技
術
的
な
面
を
多
分
に
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
実
務
家
た
る
た
め
に
も
多
く
の
技
術
の
修
練
を
必
要
と
す

る
。
司
法
修
習
生
は
、
こ
の
技
術
的
な
面
笹
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
婆
は
、
技
術
を
重
ん
じ
つ
つ
、
そ
の
技
術
の
奉
仕
す
べ
き

目
的

べ
き
者
の
修
習
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
”
そ
し
て
法
律
実
務
家
は
、
い
ず
れ
も
『
生
き
た
顎
件
」
を
取
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
「
生

き
た
事
件
』
は
一
見
簡
単
に
見
え
ろ
．
も
の
で
も
複
雑
な
社
会
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
。
「
生

き
た
一
戦
件
』
の
事
実
麗
係
を
い
か
に
把
撞
し
、
い
か
に
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
法
律
実
務
兼
の
仕
事
の
中
核
を
形
成
す
る

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
修
習
こ
そ
司
法
修
習
生
の
修
習
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
司
法
修
習
生
の

修
習
は
単
載
る
法
律
理
論
の
探
究
と
趣
を
異
に
す
る
．
し
か
し
、
法
律
実
務
家
の
仕
鞭
は
、
本
来
学
問
的
理
論
的
婆
素
を
多
分
に

含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
面
の
研
究
差
軽
視
す
べ
き
で
な
い
こ
と
も
当
然
で
あ
り
、
要
は
、
実
務
に
即
し
た
学
問
、
実
務
に
即

し
た
理
論
で
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
．

を
見
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

晦
習
等

0

賊

卜

Ｉ

４Ｉ

Ｐ
ｒ
Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

ｌ

・・卜

Ｉ

１

ｌ

・
Ｉ

卜
Ｉ

ＪＰｒ

ｌ

Ｆ

１

，

１

０

．

０

６

ｑ
Ｔ
Ｉ
９
０
ｐ
９
１
９
Ｉ
Ｉ
’
９
０
１
０
１
６
４
寸
甸
‐
１
０
６
１
９
甲
０

１１‐９

上８●‐

ｆ、０４１１‐

郷

り
巾
，
ｑ

。

９
０

“
ｇ
、
“
■
。
■
勺
や
６
日
、
０
，
４
。
■
■
Ｏ
Ｐ
０
８
９
Ｉ
■
８
８
８
９
勺
０
９
４
１
“
‐
９
６
■
８
Ｏ
Ｉ
Ｕ
Ｉ
ｒ
ｉ
９
９
４
４
ａ
０
Ｂ
ｐ
１
９
９
．
０
９
‐
６
１
０
４
０
９
１
１
９
０
●
Ｂ
０
Ｕ
０
ｄ
再
■
、
。
６
６
０
１
０
，
１
ｌ
ｂ
■
７
ｊ
ｕ
Ｄ
白
■
”
－
６
・
■
Ｕ
，
‐
１
０

‐

・
’
１
１

“づ

一
一
一

Ｊ
Ｇ
ｊ
ｒ
Ｉ
ｐ
町

ト
リ



ト

ー

１

１

４

Ｐ

Ｉ

Ｉ

川

１

ｐＩ‐Ｊ１１日．ｌｌｌｌｌｆｌｌ１１ｌ１ｌ１ｌ１‐■ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｊＩｌｌ↑ＩｌｌｌＩｌＩｊ‐‐ｌｌｌｌｌｌｌりトーｌｌ１４ｆ０ｆｑ寺０‐’１５汀。、１１

‐

卜

・

’

０

４

Ｐ

山

４

凸

Ｆ

■

■

４

１
９
ｌ
ｂ
・
●
１
６
１
マ
？
Ｉ
。
Ｌ
Ｕ
Ｄ
ｏ
６
Ｌ
０
６
、
ｌ
ｌ
７
０
Ｅ
▲
甲
６
５
‐
９
ｂ
ｈ
１
６
４
．
９
０
Ｇ
口
■
ｑ
ｑ
９
０
８
‐
■
２
３
８
Ⅱ
０

，
，
の

一
・
皇
、
こ
《
↓
，
ぐ

》
一
Ｆ
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忍
卜
で

し
、
昭
和
三
七
年
度
か
ら
は
、
ほ
ぼ
前
期
修
習
三
・
五
か
月
、
後
期
修
習
四
・
五
か
月
と
さ
れ
て
い
ろ
）
。
司
法
修
習
生
の
修
習
指

導
の
方
針
に
つ
い
て
は
「
司
法
修
習
生
指
導
要
綱
」
震
出
三
六
頁
）
が
制
定
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
則
っ
た
指
導
が
行
わ
れ
て

い
る
。

Ｈ
司
法
研
修
所
で
の
前
期
の
修
習
に
お
い
て
は
、
司
法
修
習
生
は
、
約
五
○
名
を
一
組
と
し
て
編
成
さ
れ
、
民
事
裁
判
、
刑
事

裁
判
、
検
察
、
民
事
弁
護
及
び
刑
事
弁
護
の
各
教
官
一
名
ず
つ
計
五
名
の
教
官
が
各
組
の
担
当
教
官
と
な
っ
て
修
習
指
導
に
あ

た
る
。こ
の
前
期
の
修
習
は
、
ま
ず
裁
判
、
検
察
及
び
弁
護
制
度
の
機
織
と
、
そ
の
手
続
の
概
略
を
実
務
の
面
か
ら
説
聰
し
、
そ
の

各
々
の
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
こ
で
は
、
大
学
で
学
ん
だ
法
葎
学
と
、
司
法
研
修
所
で
行
う
実
務
に

即
し
た
修
習
と
の
関
係
、
こ
と
に
、
法
律
実
務
は
、
す
で
に
確
定
さ
れ
た
事
実
に
対
し
て
法
律
を
適
用
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
欺

く
、
ま
ず
生
き
た
戦
実
を
い
か
に
把
握
し
、
い
か
に
判
断
し
、
確
定
す
る
か
が
重
点
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
教
材
は
実

際
に
存
産
し
た
事
件
記
録
を
印
刷
し
た
も
の
（
修
習
記
録
と
よ
ん
で
い
る
。
）
を
用
い
、
修
習
は
誰
義
と
討
鏡
と
文
番
作
成
（
後

述
と
そ
の
識
評
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
民
事
裁
判
の
修
習
に
つ
い
て
い
え
ば
、
訴
状
か
ら
溌
終
の
口
頭
弁
論
ま
で

の
紀
録
す
ぱ
わ
ら
、
講
状
、
答
弁
轡
、
準
備
態
面
、
各
種
の
韻
請
書
、
口
頭
弁
論
調
瞥
証
人
調
沓
な
ど
の
一
切
の
磐
類
を

具
え
た
記
録
が
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
ま
ず
そ
の
記
録
の
読
み
方
の
指
導
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
記
鐸
の
う
ち
に
あ
る
事
実
関

係
の
把
握
、
法
律
問
題
の
検
討
、
釈
明
や
証
人
尋
問
の
巧
拙
な
ど
を
、
こ
の
記
録
を
通
じ
て
学
び
、
更
に
、
思
惟
を
整
頓
す
る

た
め
に
、
こ
の
記
録
に
即
し
て
文
醤
闘
え
ば
、
判
決
聾
た
だ
し
、
単
に
形
式
に
亜
点
を
お
く
も
の
で
は
厳
い
。
）
な
作
成

し
、
併
せ
て
思
想
議
現
の
技
術
の
訓
練
を
行
う
。
こ
の
修
習
方
法
は
ケ
ー
ス
に
即
し
た
修
習
で
あ
る
”
こ
れ
と
並
行
し
て
商

鼈
、
行
政
、
労
働
事
件
、
保
全
処
分
事
件
な
ど
に
つ
い
て
の
講
義
も
行
わ
れ
ろ
．
刑
事
裁
判
、
検
寒
民
甑
弁
護
及
び
刑
事
弁

謹
の
修
習
方
法
は
、
各
々
そ
の
轄
邑
が
あ
る
が
、
趣
旨
は
民
事
裁
判
と
同
織
で
あ
る
。

荘
お
、
そ
の
慨
か
英
、
独
、
仏
な
ど
の
外
鬮
法
律
護
の
輪
続
や
共
同
研
究
、
法
律
実
務
鎌
と
し
て
必
要
な
補
助
科
学
、
す
な
わ

催
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修
習
等
一
四

ち
法
医
学
、
繍
神
医
学
、
犯
罪
心
理
学
、
会
計
学
な
ど
に
つ
い
て
各
専
門
家
の
識
義
が
あ
り
、
一
般
教
護
科
目
と
し
て
経
済
、

文
学
、
美
術
、
自
然
科
学
な
ど
の
講
演
や
歌
舞
伎
、
能
楽
な
ど
の
古
典
の
鑑
賞
、
各
種
映
画
の
上
映
並
び
に
証
券
取
引
廊
刑

務
駈
近
代
的
生
産
工
場
な
ど
の
見
学
が
行
わ
れ
る
．
も
っ
と
も
時
間
の
関
係
上
、
こ
れ
ら
は
十
分
と
は
い
い
得
な
い
が
、
司

法
研
修
所
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
が
契
機
と
な
っ
て
司
法
修
習
生
が
各
般
の
こ
と
に
関
心
と
興
味
を
持
つ
に
い
た
る

こ
と
で
あ
る
。
臆
か
に
レ
ク
リ
千
一
１
シ
ョ
ン
と
し
て
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
な
ど
が
日
程
に
織
り
込
ま
れ
て
い
ろ
。

口
実
務
修
習
庁
会
に
お
け
る
修
習
の
順
序
は
各
地
の
指
導
連
絡
委
員
会
が
決
定
す
る
の
で
（
司
法
修
習
生
指
導
要
維
」
第
一
箪

鰭
五
）
、
修
習
地
ご
と
に
区
々
と
な
っ
て
い
る
が
、
修
習
は
す
べ
て
生
き
た
躯
件
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

裁
判
所
に
お
け
る
八
か
月
は
民
事
・
刑
事
の
各
四
か
月
に
分
か
れ
罠
蝋
の
篠
習
期
間
を
刑
事
よ
り
長
く
し
て
い
る
裁
判
所

も
あ
る
。
）
、
合
議
部
・
単
独
部
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
し
て
、
各
裁
判
官
の
指
導
の
も
と
に
《
弁
論
あ
る
い
は
公
判
を
傍
聴
す
る
こ

と
に
よ
り
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
や
証
拠
調
を
実
地
に
見
聞
し
、
訴
訟
手
続
の
進
展
と
心
証
形
成
の
経
過
を
知
り
、
判
決
醤
の
起

案
に
つ
い
て
も
指
導
を
受
け
る
．
な
お
、
こ
の
間
家
庭
裁
判
所
の
実
務
に
つ
い
て
も
若
干
の
鯵
習
が
行
わ
れ
る
．

検
察
庁
に
お
い
て
は
、
係
検
事
の
指
導
に
よ
っ
て
被
疑
者
及
び
参
考
人
の
取
調
の
修
習
を
行
い
、
起
訴
状
あ
る
い
は
不
起
訴

裁
定
書
の
起
案
を
す
る
ほ
か
、
公
判
の
立
会
に
同
席
し
て
訴
追
官
の
側
か
ら
み
た
訴
訟
手
綻
の
述
行
を
修
習
す
る
。

弁
戦
士
会
に
お
い
て
は
、
柵
々
の
法
律
事
務
所
に
配
属
さ
れ
、
担
当
弁
誰
士
の
指
導
に
よ
り
、
依
頼
者
か
ら
具
体
的
事
情
を

聴
取
し
て
訴
状
、
答
弁
書
、
準
俄
書
面
な
ど
の
起
案
を
す
る
ほ
か
、
弁
総
あ
る
い
は
公
判
に
同
席
し
て
証
人
尋
問
や
弁
論
の
要

領
を
見
聞
す
る
な
ど
、
弁
謹
士
と
し
て
の
実
務
を
習
得
す
る
。

実
務
修
習
の
結
果
を
整
理
し
て
指
導
官
に
報
告
す
る
た
め
、
司
法
修
習
生
は
実
務
修
習
結
果
卸
を
作
成
す
る
。

閏
各
実
務
修
習
庁
会
に
お
け
る
一
年
四
か
月
の
実
務
修
習
を
終
え
、
再
び
司
法
研
修
所
に
帰
っ
て
く
る
の
は
通
例
二
月
下
旬

で
あ
る
。
そ
し
て
翌
年
の
四
月
初
旬
ま
で
四
海
月
間
司
法
研
修
薪
に
お
い
て
前
期
と
同
様
の
要
領
で
後
期
の
修
習
が
行
わ
れ

る
。
煎
期
の
修
習
に
は
実
務
修
習
の
た
め
の
準
微
教
育
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
期
の
修
習
は
総
仕
上
げ
の
性

‘
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．
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司
法
修
習
生
は
公
務
員
で
は
な
い
が
、
給
与
、
監
督
そ
の
他
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
は
公
務
員
に
準
じ
た
取
扱
い
を
受
け
ろ
。
す

な
わ
場
、
司
法
修
習
生
は
修
習
期
間
中
鬮
雌
か
ら
一
定
額
規
在
月
額
一
○
一
、
三
○
○
円
）
の
給
与
」
を
受
け
る
鳳
か
「
一
般

の
官
吏
の
例
に
よ
る
給
与
」
と
し
て
、
扶
凝
手
当
、
調
躯
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当

の
支
給
を
受
け
る
。
ま
た
鬮
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
を
受
け
、
毎
月
一
定
額
の
掛
金
を
負
担
し
、
孫
養
瞥
、
出
産
曾
て
の
他

所
定
の
名
給
付
を
受
げ
ろ
資
栴
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
る
。
研
修
所
入
所
蕊
滞
在
な
ど
に
必
要
な
旅
饗
に
つ
い
て
も
公
務
員
に
準
じ

た
取
扱
い
を
受
け
る
。

そ
の
反
面
、
司
法
修
習
生
は
、
修
習
の
全
期
間
を
通
じ
て
司
法
研
修
所
長
の
監
督
に
服
す
る
と
と
も
に
、
実
務
修
習
期
間
中
は
そ

催
管
等

一
五

《

与

ｑ

《
沢
雲
、
堂
・
恥
６
１

質
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
、
各
科
目
と
６
前
期
よ
り
は
る
か
に
高
度
の
も
の
で
あ
る
．
ま
た
後
期
に
お
い
て
は
、
通
常
の
舗
嬢

の
ほ
か
に
、
選
択
科
目
と
し
て
、
特
定
の
テ
ー
マ
を
と
り
上
げ
た
セ
、
層
ナ
ー
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
間
に
一
般
教
養
科
目
が
挿

入
さ
れ
る
関
係
上
非
常
に
充
実
じ
た
日
浬
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
こ
の
後
期
四
か
月
の
統
一
的
な

修
習
指
導
は
、
各
実
務
修
習
庁
会
に
お
け
る
修
習
の
偏
差
を
調
整
す
る
こ
と
に
も
役
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
二
年
間
の
修
習
を
終
え
後
述
す
る
考
試
に
合
格
し
た
司
法
修
習
生
は
、
教
官
、
同
僚
と
の
交
誼
を
惜
し

み
葱
が
ら
、
各
自
の
志
望
す
る
法
曹
の
各
分
野
へ
巣
立
っ
て
ゆ
く
。
ち
慰
み
に
、
昭
和
五
一
年
春
ま
で
の
司
法
研
修
所
出
身
者

の
総
数
は
一
○
、
二
八
二
名
（
う
ち
女
子
四
四
四
き
に
達
し
へ
わ
が
国
の
全
法
曹
の
七
一
髭
を
超
え
て
い
ろ
。

な
お
、
司
法
研
修
所
と
実
務
修
習
庁
会
と
は
常
に
緊
密
な
連
絡
が
保
た
れ
て
い
る
が
、
・
修
習
指
導
の
遊
正
調
整
を
図
ろ
た

め
、
毎
年
二
月
ご
ろ
全
国
の
実
務
修
習
庁
会
の
指
導
担
当
者
（
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
生
を
司
法
研
修
所
に
招
集
し

て
、
修
習
指
導
に
関
す
る
連
絡
協
議
会
を
行
う
ほ
か
、
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
司
法
研
修
所
教
官
と
実
務
修
習
庁
会
の
指
導
担
当
者
と

の
協
議
会
を
行
っ
て
い
る
。
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６
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四
考
試

司
法
修
習
生
は
、
少
な
く
と
も
二
年
間
修
習
を
し
た
の
ち
、
簸
商
裁
判
所
に
澄
か
れ
る
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
の
行
う
試
験
を

受
け
、
こ
れ
に
合
搭
し
て
は
じ
め
て
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
、
判
事
補
、
検
事
、
弁
護
士
と
な
る
畜
格
を
取
得
す
る
。
こ
の
考

賦
で
峰
例
年
、
裁
判
、
検
察
、
弁
護
の
実
務
に
つ
い
て
の
蕊
記
と
口
述
及
び
一
般
教
養
に
つ
い
て
の
筆
記
の
各
試
験
が
行
わ
れ
、

合
格
不
合
格
は
、
考
試
の
結
果
と
、
司
法
研
修
所
及
び
実
務
修
習
庁
会
に
お
け
る
修
習
成
織
と
に
よ
っ
て
右
考
試
委
員
会
が
決
定
す

つ
（
》
，

修
習
零
ヱ
ハ

の
配
属
地
の
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
蛎
長
、
検
事
正
又
は
弁
護
士
会
長
の
監
督
を
も
受
け
ろ
．
霞
た
、
司
法
修
習

生
は
、
殿
高
裁
判
所
の
許
可
な
く
し
て
、
公
務
員
と
な
り
、
又
は
他
の
職
業
に
就
き
、
あ
る
い
は
財
産
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
修
習
に
当
た
っ
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
唾
ら
な
い
蕊
務
を
負
う
な
ど
、
公
務
員
と
同
様

の
規
獄
を
受
け
ろ
。
そ
し
て
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
最
高
譲
判
所
は
そ
の
司
法
修
習
生
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
．
な
お
、
二
年
間
の
修
習
期
間
を
通
じ
て
、
一
日
で
も
正
当
の
理
由
な
く
修
習
を
し
な
か
っ
た
者
及
び
修
習
を
し
な
か
っ
た
日
が

九
○
日
を
超
え
る
者
は
、
い
ず
れ
も
修
習
の
終
了
が
同
期
生
よ
り
も
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
（
「
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
」
後
出
二
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官
程
の
一
例
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維
習
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一
旬
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一

七

1

｜
↓

I

’
1
1

〃 〃

二

九

二

八

＋
一一 金

I

自
由
研
究
見
学
科
学
穣
察
研
究
所
六
～
一
○
組
の
希
望
者
一

〃

二

七

木

刑
事
弁
護
起
案
Ｈ
謝
評

刑
弁
七
八
号
記
録
使
用

Ⅶ
杣
ｕ
樗
罠
再
会
』
Ｉ
隆
祁
隆
器
咽
〈
』
コ
コ

会食

同
上

－ー

.〃

一
一
一
ハ

水

検
察
起
案
㈲
（
自
宅
）
検
察
二
二
号
記
録
（
詐
欺
・
業
務
上
横
領
）
使
用

〃

二

五

火

民
難
弁
謹
起
案
同
論
評

民
弁
㈱
二
号
プ
リ
ン
ト
資
料

更
菊
三
包
事
序
盤
孜
寄
。
－

会食

一

「
識
話
」

大
塚
所
長

セ
、
ヒ
ナ
ー
｛
碓
癖
鑑
幽

五

二

胆

月

》

民
事
判
決
起
案
㈲
ｌ
Ｂ
（
自
塞
民
事
一
九
四
号
記
録
箭
有
権
移
転
篭
記
手
趣
使
則

月

日 。

'鴇

午
前
午
後
一
一
般
教
養

等

昭
和
五
一
年
度
採
用
（
第
三
０
期
）
司
法
紘
習
生
の
司
法
研
悠
所
に
お
け
る
前
期
日
程
抜
す
い

宇
色
△
も

苧
〃 〃

一b

一
一
一
一

火 月

刑
事
判
決
起
案
口
識
評

刑
事
一
八
六
号
記
録
使
用

刑
事
裁
判
教
官

一
同
上

セ
ミ
ナ
ｉ
｛
孵
燕
津
串

民
事
弁
護
問
題
研
究
Ｈ
冒
遙
プ
リ
ン
ト
資
料
蕊
制
執
亘
使
用
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○
九 八

土 金 木 水 火

刑
事
弁
護
問
題
研
究
側
（
自
宅
）

刑
弁
七
三
号
記
録
（
窃
盗
未
遂
）

使
用

『
弁
設
士
の
歴
史
と
弁
謹
士
法
」

Ⅲ
Ⅱ
Ｕ
町
田
伊
炉
０
心
可
甲
恥
岬
へ
』
。
．

『
保
全
処
分
に
っ

い
て
」
民
戦
弁
護
教
官

ド

検
察
問
題
研
究
（
自
宅
）
検
察
二
○
四
号
記
録
扉
欺
）
使
用

検
察
起
案
Ｈ
訓
評

検
察
二
二
号
記
録
使
用

し
■
巳
Ｌ
Ｐ
』
Ｇ
Ｏ
Ｏ
，
』
■
ｂ
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上
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Ａ
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遥
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建
物
収
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土
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墜
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用
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由
研
究
見
学
科
学
警
察
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究
所
一
～
五
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の
希
望
萱

民
戦
弁
謹
問
題
研
究
㈲

プ
リ
ン
ト
資
料
使
用
民
事
弁
護
教
官

会食

同
上

刑
醸
問
題
研
究
Ｈ

プ
リ
ン
ト
資
料
使
用
々

刑
事
裁
判
教
富

二
父
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亀
儲
α
研
謝
』

刑
騏
細
判
・
検
察
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１

１
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第
十
四
条
司
法
研
修
所
）
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
の
職
員

の
研
究
及
び
修
韮
並
び
に
司
法
修
習
生
の
修
習
に
関
す
る
駆

務
茜
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
、
般
高
裁
判
所
に
司
法
研
修
所
を

侭
く
。

第
五
十
五
条
（
司
法
研
修
所
教
官
）
最
高
裁
判
所
に
司
法
研
修

所
教
官
を
置
く
。

司
法
研
修
所
教
官
は
、
上
司
の
指
揮
を
受
け
て
、
司
法
研

修
所
に
お
け
る
研
究
、
修
養
及
び
修
習
の
指
導
を
蹴
る
。

第
五
十
六
条
司
法
研
修
所
退
溌
高
裁
判
所
に
司
法
研
修
所

長
を
擬
き
、
司
法
研
修
所
教
官
の
中
か
ら
、
鍍
商
裁
判
所
が

こ
れ
を
総
す
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
監
督
を
受
け

て
、
司
法
研
修
所
の
事
務
を
騏
理
し
、
司
法
研
修
所
の
職
員

を
指
揮
臘
督
す
る
。

第
六
十
六
条
（
採
思
司
法
修
習
生
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し

た
者
の
中
か
ら
、
般
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
命
ず
ろ
。

執
判
所
法
抜
す
い

一
裁
判
所
義
す
い
蔀
謹
二
篭
胡
二
哺
公
諺

【
侭
一
日
い
』

一

関
係
法
規
通
達
等

↓

第
七
十
五
条
雰
識
の
秘
適
合
談
体
で
す
る
裁
判
の
評
議

は
、
こ
れ
を
公
行
し
な
い
。
但
し
、
司
法
修
習
生
の
傍
聴
を

一
九

第
六
十
七
条
（
修
習
・
試
睦
司
法
修
習
生
は
、
少
く
と
も
二

年
間
修
習
を
し
た
後
試
験
に
合
猫
し
た
と
き
は
、
司
法
修
習

生
の
修
習
を
終
え
る
。

司
法
修
習
生
は
、
そ
の
修
習
期
間
中
、
国
庫
か
ら
一
定
額

の
給
与
を
受
け
る
。

第
一
項
の
悠
習
及
び
試
験
に
関
す
る
事
項
は
、
殿
高
裁
判

所
が
こ
れ
を
定
め
ろ
．

第
六
十
八
条
寵
免
）
般
淘
裁
判
所
は
、
司
法
修
習
生
の
行
状

が
そ
の
品
位
を
辱
め
ろ
も
の
と
認
め
る
．
と
き
そ
の
他
司
法
修

習
生
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
の
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
司
法
修
習
生
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き

る
b

齢
ろ
。餌
項
の
試
験
に
関
す
る
駆
項
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ
を
定
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I

１
０
７
０
ロ
リ
Ｌ
？

改
正
一
崔
識
拒
壺
吋
牢
聖
鍵
謬
畔
壺
唾
逵
垂
錘
鯛

第
一
条
司
法
研
修
厩
に
別
に
最
高
裁
判
所
規
程
で
定
め
る
員

数
の
職
員
を
置
く
。
宮

第
二
条
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
蕊
め
る
と
き
は
、

裁
判
官
検
察
富
弁
護
士
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
に
司
訓

法
研
修
所
教
官
の
事
務
の
一
部
を
嘱
託
す
る
。

第
三
条
・
司
法
研
修
所
の
庶
務
魯
掌
ら
せ
る
た
め
、
司
法
研
修
今

所
に
職
務
局
を
置
く
。
』
目
”

司
法
研
修
所
事
務
局
長
は
、
司
法
研
修
所
長
の
命
を
受
け

て
、
事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
事
務
局
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
‘

司
法
研
修
所
に
事
務
局
長
及
び
事
務
局
次
長
を
厩
き
、
裁

判
所
騏
務
官
の
中
か
ら
最
碕
裁
判
所
が
補
す
る
。

司
法
研
修
所
規
則

許
す
こ
と
が
で
き
る
。

評
議
は
、
裁
判
長
が
、
こ
れ
を
開
き
、
且
つ
こ
れ
を
整
理

す
る
．
そ
の
評
議
の
謹
過
並
び
に
各
裁
判
官
の
意
見
及
び
そ

二
司
法
研
修
所
規
則

ﾙト

！

緬
銅
葬
非
誰
舞
畦
誤
認
題

い

，
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
申
ｌ
ｌ
１
ｌ
４
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
浄
‐
卜
↓
‐
’
卜
‐
・
‐
ｒ
卜
ｒ
‐
・
Ｉ
Ｐ
ｌ
ｂ
０
ｒ
卜
０
，
６
ｐ
ウ
‐
Ｉ
ｊ
Ｐ
ｒ
ｃ
ｂ
１
，
０
１
９
↓
Ｉ
Ｏ
Ｄ
卜
，
１
，
１
’
６
０
９
口
９
‐
０

■

９

？

‘

↑

ｌ

Ｊ

１

司
法
研
修
所
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
助
け
、
砺
務

局
の
事
務
を
整
理
す
る
。

司
法
研
修
所
聯
務
局
に
そ
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、

課
を
置
き
、
各
課
に
課
長
を
渡
く
。

課
長
は
、
裁
判
所
事
務
官
を
以
て
充
て
、
上
司
の
命
を
受

け
て
、
そ
の
課
の
事
務
を
蝋
理
す
る
。

第
四
条
最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

司
法
研
催
所
の
支
部
葱
股
け
る
。

１
９
０
６
８
６
日
日
，
ｌ
Ｂ
ｒ
ａ
Ｄ
７
ｌ
ｌ
↓

二
Ｏ

の
多
少
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
が
な
い

限
り
、
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一
三
）
二
六
窺
三

‐
０
‐
‐
ｆ
９
凸
■
●
６
６
‐
１
，
』
４
ｌ
０
ｂ
４
１
ｆ
ｌ
ｂ
Ｇ
Ｉ
０
６
●
Ｐ
４
占
日
’
９
６
０
，
■
０
上
口
Ｂ
７
ｆ
ｄ
ｇ
■
１
１
１
‐
１
１
２
Ⅱ
可
ｒ
↓
ｆ
４
０
８
‐
Ｇ
０
０
ｒ
０
６
４
１
ｒ
も
り
‐
９
９
‐
！
Ｌ
、
■
０
９
１
１
９
９
り
り
ｈ
０
Ｉ
６
田
口
■
▽
ｑ
“
ｒ
０
８
Ｘ
０
ｊ
■

卜

'

艶

ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ



改
正
二
四
窺
程
一
三
）
二
五
（
規
程
六

三
二
（
規
程
三
）
四
○
（
規
程
三
）

第
一
条
司
法
研
修
所
は
、
裁
判
官
そ
の
他
の
裁
判
所
職
員

裁
判
所
書
記
官
、
裁
判
所
速
記
官
、
裁
判
所
速
記
宮
補
、

家
庭
裁
判
所
調
査
官
及
び
家
庭
裁
判
所
調
査
官
補
を
除
く
。
）

及
び
司
法
修
習
生
の
人
格
識
見
の
向
上
並
び
に
司
法
に
関
す

る
理
論
及
び
実
務
の
研
究
又
は
修
得
を
指
導
す
る
。

第
二
条
・
司
法
研
修
所
の
研
修
は
、
左
の
各
号
に
よ
り
こ
れ
を

行
う
。
一
合
同
研
修

二
個
別
研
究

三
そ
の
他
の
研
修

第
三
条
前
条
第
一
号
の
研
修
の
組
織
を
左
の
三
部
に
分
け

↓
（
》
回
第
一
部
簡
易
裁
判
所
判
寧
及
び
判
蕊
補
の
研
修

第
二
部
司
法
修
習
生
の
修
習

第
三
部
裁
判
所
騏
務
官
の
研
修

司
法
研
修
所
規
程

窺
程
一
三
）
二
五
（
規
程
六

ご
Ｊ
ひ
ご

三
司
法
研
修
所
規
程

（
雛
難
藤
雫
尭
鰐
））

二
六
｛
規
程
三
｝
二
九
（
規
程
ｇ

（
規
程
三
）
四
○
（
規
程
三
）

｡

前
条
第
三
号
の
研
修
は
、
講
演
又
は
資
料
の
配
布
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。

第
四
条
第
二
条
第
二
号
並
び
に
第
一
部
及
び
第
三
部
の
研
修

に
つ
い
て
は
、
研
修
の
期
間
、
場
所
及
び
研
修
に
参
加
す
る

者
そ
の
他
の
篭
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
壱
定
め

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
、
研
修
に
関
し
必
要
な
壊

項
は
、
司
法
研
修
所
長
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。
但
し
、
研
修

の
企
画
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
を
定
め
る
に
は
、
教
官
会
議

の
謡
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
官
会
議
は
、
司
法
研
修
所
教
官
で
こ
れ
を
組
織
し
、
司

法
研
修
所
長
が
、
そ
の
織
長
と
な
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
研
修
所
規
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
鵬
託
を
受
け
た
者
を
教
官
会
議
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

ろ
｡

ム

1

少
Ｐ
Ｆ

一
一
一

１
４
８
．
０
４
０
４

０

９
４
↓
ｊ
０
ｒ
１
り
ｈ
ｑ
ｌ
１
４
４

・Ｐ

。

。
。
ｆ
・
可
．
１
。
４
９

４
争
１
９
０
０
り
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■
■
９
０
↓
守
４
０
■
ト
リ
０
９

ロ
マ
０
？
‘
４
，
β

司
法
研
修
所
事
務
局
分
課
規
程

第
五
条
司
法
研
修
所
長
は
、
研
修
を
終
え
た
者
に
研
修
の
結

果
を
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
第
一
部
及
び
第
三
部
の
研
修
を
終
え

た
者
の
氏
名
及
び
研
修
の
結
果
を
最
高
識
判
所
長
官
に
報
告

す
る
。司
法
研
修
所
長
が
、
前
項
の
報
告
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
教
官
会
議
の
議
迩
経
な
け
れ
ば
鞍
ら
な
い
。

第
六
条
司
法
研
修
所
長
は
、
研
修
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に

必
要
な
調
遊
又
は
研
究
を
適
当
な
も
の
に
委
嘱
す
る
こ
と
が

第
一
条
司
法
研
修
所
事
務
局
に
左
の
課
を
置
く
．

総
務
課

企
画
諜

資
料
課

第
二
条
縫
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
会
議
及
び
会
同
に
関
す
る
事
項

二
機
密
に
関
す
る
事
項

三
宮
印
の
管
守
並
び
に
文
番
の
接
受
、
発
送
及
び
浄
書
並

＃
‐
…
；
：
脾
Ｉ
ｌ
ｌ
：
；
；
や
、
‐
：
；

四
司
法
研
修
所
事
務
局
分
謀
規
程

ウ

オ

＄

↓

↑

（
認
銅
鐸
地
癖
誰
津
鑑
毛
恥
諦
）

Ｉ
ｌ
６
４
Ｇ
Ｐ
０
Ｐ
■
■
Ｐ
■
Ｐ
ｇ
ｊ
４
Ｐ
■
ｑ
△
０
０
Ｆ
“
ａ
１
Ｕ
０
１
ｐ
４
．
９
８
０
１
０

司
法
研
修
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
調
盗

又
は
研
究
の
結
果
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
報
告
す
る
．

第
七
条
司
法
研
修
所
長
は
、
毎
年
三
月
末
ま
で
に
、
翌
年
度

の
研
修
計
画
の
大
綱
を
定
め
、
こ
れ
を
般
高
裁
判
所
長
官
に

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
ほ
い
。

第
八
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
、
司
法
研
修
所
に
関

し
必
要
な
騏
項
は
、
司
法
研
修
所
長
が
、
こ
れ
を
定
め
る
．

七
他
の
課
に
属
し
な
い
事
項

第
三
条
企
画
課
に
お
い
て
は
、
左
の
窮
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
修
習
及
び
研
修
の
企
画
立
案
に
関
す
る
事
項

弓

一

全

・
弾

で
き
ろ
．

び
に
公
文
笹
類
の
編
さ
ん
及
び
保
管
に
関
す
る
事
項

四
司
法
修
習
生
及
び
研
修
員
の
招
集
に
関
す
る
事
項

五
修
習
及
び
研
修
の
日
程
の
実
施
に
関
す
る
事
項

六
司
法
修
習
生
及
び
研
修
員
の
宿
舎
の
運
営
に
関
す
る
藻

項

１
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１
Ｌ
■
■
。
’
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第
一
章
総
則

第
一
条
司
法
研
修
所
長
は
、
修
習
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
修

習
に
関
し
て
は
、
司
法
修
習
生
を
統
轄
す
る
。

第
二
条
司
法
修
習
生
は
、
最
高
裁
判
淡
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
、
公
務
員
と
な
り
、
又
は
他
の
職
業
に
就
き
、
若
し
く

は
財
産
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
。

二
修
習
及
び
研
修
の
日
程
の
鯛
成
に
関
す
る
事
項

三
修
習
及
び
研
修
の
制
度
及
び
実
態
の
調
査
に
関
す
る
砿

項
四
修
習
及
び
研
修
の
結
果
の
報
告
に
関
す
る
事
項

第
四
条
資
料
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
修
習
及
び
研
修
に
必
要
な
資
料
の
し
ゆ
う
集
、
編
さ

ん
、
整
備
及
び
配
布
に
関
す
る
事
項
、

二
教
材
及
び
識
義
案
の
鰯
さ
ん
、
整
術
及
び
配
布
に
関
す

五
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則

雰
筍改

正
一
・
一
七
窺
二
二
）
四
五
（
規
一
三
）

心

銀

１

（
郷
諏
錘
鮨
癖
認
蛎
一
錘
調
罐
砺
）

？

第
三
条
司
法
修
習
生
は
、
修
習
に
あ
た
っ
て
知
っ
た
秘
密
を

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
ｃ

第
二
章
修
習

第
四
条
司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
は
、
滴
い
識
見
と
円

満
な
常
識
を
韮
い
、
法
律
に
関
す
る
理
論
と
実
務
を
身
に
つ

け
、
裁
判
官
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
と

能
力
を
備
え
る
よ
う
に
努
め
欺
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

一
一
一
一
一

三
司
法
研
究
に
関
す
る
事
項

四
司
法
研
修
所
報
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

五
図
譜
の
職
入
、
整
術
及
び
驚
理
に
関
す
る
事
項

第
五
条
歌
務
局
長
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
一
の

課
に
属
す
る
嚇
読
を
適
宜
他
の
課
に
お
い
て
処
理
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

ろ
事
項

▲
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１
，
６
ｒ
Ｉ
↓
０
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I

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則

第
五
条
司
法
修
習
生
は
、
修
習
期
間
の
中
、
少
く
と
も
八
箇

月
は
裁
判
所
で
、
四
箇
月
は
検
察
庁
で
、
四
箇
月
は
弁
護
士

会
で
実
務
を
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
実
務
修
習
の
時
期
及
び
場
所
は
、
司
法
研
修
所
長

が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
条
司
法
修
習
生
が
病
気
そ
の
他
の
正
当
葱
理
由
に
よ
っ

て
修
習
し
な
か
っ
た
九
十
日
以
内
の
期
間
は
、
こ
れ
を
修
習

し
臘
間
と
み
な
す
．
（
瀧
澤
謹
羅
繁
雑
諜
逢

第
七
条
実
務
修
習
は
、
司
法
研
修
所
長
が
、
地
方
裁
判
所
、

地
方
検
察
庁
又
は
弁
謹
士
会
に
委
託
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
し

め
る
。司
法
研
修
所
長
は
、
前
項
の
実
務
修
習
を
商
等
裁
判
所
又

は
高
等
検
察
庁
に
委
託
し
て
行
わ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
研
修
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
弁
護
士
会
に

実
務
修
習
を
震
託
す
る
場
合
に
は
、
日
本
弁
謹
士
連
合
会
に

そ
の
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
最
高
裁
判
所
は
、
実
務
修
習
の
間
、
司
法
修
習
生
に

対
す
る
監
督
を
高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事

長
、
検
事
正
又
は
弁
識
士
会
長
に
委
罷
す
る
。

第
九
条
実
務
修
習
の
委
託
を
受
け
た
高
等
裁
判
所
、
地
方
識
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０
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６
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０
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．
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Ⅱ
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１

‐

二
四

判
所
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
弁
謹
士
会
は
、
常

に
司
法
研
修
所
と
緊
密
な
連
絡
を
保
ち
、
適
当
厳
修
習
を
さ

せ
る
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

司
法
研
修
所
は
、
高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
高
等
検

察
庁
、
地
方
検
察
庁
及
び
弁
護
士
会
の
修
習
の
担
当
者
を
召

集
し
て
、
修
習
に
関
し
協
瀧
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を

行
う
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
条
実
務
修
習
の
委
託
を
受
け
た
高
等
裁
判
所
の
長
官
、

地
方
裁
判
所
の
所
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
長
、
地
方
検
察

庁
の
検
事
正
及
び
弁
誰
士
会
の
会
長
は
、
実
務
修
習
を
終
え

た
際
、
修
習
寧
項
の
大
要
、
成
織
、
行
状
そ
の
他
参
考
と
な

る
事
項
を
司
法
研
修
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
司
法
研
修
所
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
．
も
の
の

外
、
修
習
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

ろ外
｡ ，

高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
高
等
検
察
庁
、
地
方
検
察

庁
及
び
弁
謹
士
会
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
又
は
司
法

研
修
所
が
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
定
め
る
も
の
の
外
、
そ
れ

ぞ
れ
各
庁
又
は
各
会
に
お
け
る
修
習
に
関
し
て
必
要
葱
事
項

，
侭
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腱

＆

▲

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事
正

及
び
弁
護
士
会
長
は
、
前
項
の
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
こ

れ
を
司
法
研
修
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
考
試

第
十
二
条
裁
判
所
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
試
験
を
行
う
た

め
、
最
商
裁
判
所
に
司
法
修
習
生
考
試
蚕
員
会
（
以
下
委
員

会
と
い
う
。
）
を
常
置
す
る
。

養
員
会
は
、
委
員
長
及
び
蚕
員
若
干
名
で
こ
れ
を
組
織

し
、
委
員
長
が
そ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

委
員
長
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
、
委

員
は
裁
判
官
、
検
察
官
、
司
法
研
修
所
教
官
、
弁
誕
士
そ
の

他
適
当
な
者
の
中
か
ら
、
最
陶
裁
判
所
が
こ
れ
を
委
嘱
す

づ
（
一
○

委
員
会
に
書
記
を
置
く
。

第
十
二
条
の
二
最
高
裁
判
所
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
考
査
委
員
を
委
蛎
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

考
査
委
員
は
、
考
試
の
実
施
に
関
し
、
委
員
長
が
特
に
命

じ
た
事
務
を
行
う
。

第
十
三
条
司
法
研
修
所
長
は
、
考
試
の
前
に
、
催
習
の
成
織

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則

Ｐ
０
Ｏ
ｏ
０
４
勺
‐
４
４
‐
‐
．
ｄ
“
△
仔
▼
さ
‐
日
？
。
１
。
９
邑
巳
。
。
〃
・
も
。
４
Ｆ
や
ｄ
‐
Ｌ
Ｐ
ｂ
Ｐ
も
‐
Ｊ
や
９
０
，
０
５
‐
１
１
申
卜
令
り
り
■
１
０
、
‐
１
６
１
由
ワ
Ⅱ
Ｉ
９
Ｐ
‐
，
各
七
Ｖ
‐
Ｖ
Ｐ
凸
■
■
ｊ
Ｔ
Ｄ
ワ
ｌ
ｆ
６
且
Ｕ
ｂ
ｂ
■
■
丁
０

第
十
六
条
委
員
会
は
、
司
法
研
修
所
長
が
報
告
し
た
修
習
成

繊
と
考
賦
の
結
果
に
よ
っ
て
、
合
格
、
不
合
橘
を
定
め
、
委

員
長
は
、
こ
れ
を
鮫
濁
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
十
四
条
委
員
会
は
、
裁
判
、
検
察
及
び
弁
謹
士
駆
務
の
実

務
そ
の
他
必
要
な
顛
項
に
つ
い
て
考
試
を
行
う
．

第
十
五
条
考
試
の
方
法
及
び
期
日
は
、
委
貝
会
が
こ
れ
を
定

第
四
軍
罷
免

第
十
七
条
司
法
修
習
生
で
左
の
各
号
の
一
に
当
る
者
は
、
こ

れ
を
罷
免
す
る
．

｜
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

一
一
禁
治
産
者
又
は
準
禁
治
産
者

三
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

第
十
八
条
般
商
裁
判
所
は
、
司
法
修
習
生
に
左
の
事
由
が
あ

二
五

０
０
６
７
４
４
０
日
６
９
凸
■
１
．
１
口
９
６
０
ｒ
９
６
．

４
‐
１
、

を
委
員
会
に
報
告
し
趣
け
れ
ば
癒
ら
な
い
。

前
項
の
報
告
に
は
、
第
十
条
に
よ
り
商
等
裁
判
所
長
官
、

地
方
裁
判
所
長
、
検
駅
長
、
検
事
正
及
び
弁
護
士
会
長
の
提

出
し
た
実
務
修
習
に
関
す
る
報
告
譜
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

め
る
。

L，
＠

1
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９
Ｈ
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司
法
捗
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
浬

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

｜
品
位
を
辱
め
る
行
状
が
あ
っ
た
と
き

二
修
習
の
態
度
が
著
し
く
不
真
面
目
な
と
き

三
成
鎖
不
良
で
修
習
の
見
込
み
が
な
い
と
き

四
病
気
の
た
め
修
習
に
堪
え
な
い
と
き
感
拙
走
産
函
挫
塞
堀

蝿
峨
密
禾
噸
蚕
毛
諏
馳
）

五
本
人
か
ら
願
出
が
あ
っ
た
と
き

第
十
九
条
司
法
研
修
所
長
は
、
司
法
修
習
生
に
前
二
条
の
各

（
身
分
証
明
譜
）

第
一
条
司
法
修
習
生
は
、
司
法
研
修
所
長
よ
り
身
分
証
明
客

の
交
付
を
受
け
、
常
に
こ
れ
を
携
繕
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
身
分
証
明
符
を
失
い
又
臆
汚
損
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、

そ
の
再
交
付
を
求
め
唾
け
れ
ば
な
ら
戦
い
。

３
司
法
悠
習
生
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
菌
ら
に
、
身
分

卜

。

’

６

。

‐

ト

ー

・

嫡

一

』

宙

ロ

ロ

、

。

。

『

ｆ

六

司

法

修

習

生

の

規

律

等

に

関

す

る

規

程

（

飛

銅

に

錘

癖

維

翻

一

率

錘

詑

）

改
碓
二
九
（
司
研
規
程
三
五
一
司
研
規
程
二

証
明
書
を
返
さ
葱
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（
身
上
に
関
す
る
届
出
）

第
二
条
司
法
修
習
生
は
、
そ
の
身
分
茜
取
得
し
た
後
、
直
ち

に
、
司
法
研
修
所
長
に
対
し
、
そ
の
定
め
る
様
式
に
し
た
が

っ
て
身
上
に
関
す
為
届
出
を
し
な
り
れ
ば
趣
ら
な
い
。
転

鰯
、
婚
姻
、
氏
名
の
変
更
、
扶
發
家
族
の
地
滅
等
身
上
に
変

動
が
あ
っ
た
と
き
も
同
穰
で
あ
る
。

．
、
‐
‐
◇
‐
・
‐
：
〆
心
則
．

一
一
一
ハ

号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
最
高
裁

判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
肱
い
・
罪
郡
崖
維
銅
畢
罐
蠅
癩
嘩

蝿
壼
略
諏
宅
報
鯉
）

高
等
裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
、
検
事
長
、
検
事
正

及
び
弁
護
士
会
長
は
、
騰
督
の
委
託
を
受
け
た
司
法
修
習
生

に
、
前
二
条
の
各
号
に
当
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
司
法
研
修
所
長
を
経
て
、
こ
れ
を
扱
商
裁
判
所
に
報
告

し
な
け
れ
ば
猛
ら
な
い
．
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０
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恥
．

蚕
睦
↓
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》

２
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中

身
上
に
変
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
届
出
は
、
そ
の
長

を
経
て
す
る
も
の
と
す
る
．

（
住
所
に
関
す
る
届
幽

第
三
条
司
法
修
習
生
は
、
入
所
し
た
後
、
慣
ち
に
、
そ
の
住

所
を
司
法
研
修
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
厳
ら
な
い
．
住
所

巷
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
。

２
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中

は
、
前
項
に
準
じ
、
そ
の
長
に
住
所
に
関
す
る
届
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

３
前
項
の
届
出
を
受
け
た
検
察
庁
又
は
弁
灘
士
会
の
長
は
、

こ
れ
を
地
方
裁
判
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
．

（
旅
行
に
関
す
る
届
出
等
）

第
四
条
司
法
修
習
生
は
、
宿
泊
嫁
蕊
す
る
内
閣
旅
行
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
司
法
研
修
所
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
裁
判
所
、
検
察
庁
又
蚊
弁

護
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
は
、
そ
の
長
に
届
け
出
れ
ば

足
り
る
ｅ

２
司
法
修
習
生
は
、
糾
畷
旅
行
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
催
、

舷
高
裁
判
所
長
官
の
許
可
を
受
け
厳
け
れ
ば
猛
ら
な
い
。

司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程

（
欠
席
の
承
塞

第
五
条
司
法
修
習
生
峰
病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
修
習

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
予
め
司
法
研
修
所
長
に
そ

の
事
由
を
附
し
て
欠
席
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
謹
士
会
に
お
け
る
実

務
修
習
中
は
、
そ
の
長
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る
。

２
病
気
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
削
項

の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な

く
そ
の
理
由
を
附
し
て
、
欠
席
の
承
認
鞍
求
め
慈
賊
れ
ば
な

認
欠
席
が
六
日
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
医
師
の
誕
明
鍔
そ

の
他
修
習
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
蕊
由
を
十
分
に
明
ら
か
に

す
る
密
而
を
提
出
し
唾
け
れ
ば
な
ら
砥
い
。

４
第
一
、
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
承
認
を
求
酌
ら
れ
た
識

二
七

↓
４
＄
．
》
↑
詫
哩

３
荊
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
司
法
研
修
所
長

に
対
し
、
そ
の
定
め
る
様
式
の
許
可
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
踵
い
」
こ
の
嶋
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
栽
判
所
、

息
ら
遭
い
‐
こ
の
嶋
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
、
栽
判
所
、

ら
な
い
や

枚
察
庁
又
は
弁
識
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中
で
あ
る
と
●
さ

は
、
そ
の
長
を
経
て
許
可
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
葱
ら
恥

い
り

１
１
１

■
■
Ｕ
■
・
■
８
６
５
６
ｆ
ｌ
９
ｌ
Ｉ
０

１
１



８
９
１

‐
凸
Ｐ
ｌ
０
０
２
Ｂ
１
ｂ
ｚ
９
１
１
‐
０
も
Ｕ
ｐ
０
Ｐ
■
ｐ
Ｕ
ｑ
０
Ｂ
■
８
０
ｔ
■
６
Ｊ
ｈ
６
６
９
ｔ
、
４
．
１
４
『
句
寺
‐
‐
２
口
０
９
Ｊ
凸
？
↑
△
■
０
，
卜
。
ｒ
ｆ
１
ワ
Ｕ
Ｉ

司
法
倦
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
浬

判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
誰
士
会
の
長
は
、
そ
の
結
果
を
司
法

研
修
所
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
健
康
管
理
）

第
六
条
司
法
修
習
生
は
、
司
法
研
修
所
、
裁
判
所
又
は
検
察

庁
に
お
い
て
実
雄
さ
れ
る
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

敵
い
。

蒸
職
等
の
許
可
申
壷

第
七
条
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

般
高
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
申

、
舗
祷
を
司
法
研
修
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

し
、
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
誕
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習

中
は
、
そ
の
長
を
経
て
司
法
研
修
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

第
八
条
司
法
修
習
生
は
、
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
二

条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
外
、
司
法
研
修
所
長
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
、
修
習
に
支
障
を
生
ず
る
虞
の
あ
る
学
業
そ

２
裁
判
所
、
検
察
庁
又
は
弁
謹
士
会
に
お
け
る
実
務
修
習
中

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
長
を
経
て

申
鋪
す
る
も
の
と
す
る
。

の
他
の
業
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
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参

考
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そ
の
一

職
擁
、
婚
姻
、
改
氏
名
、
出
生
届
等

私
は
、
し
宝
し
た
の
で

戸
籍
職
本
を
添
え
て
お
届
け
し
ま
す
。

昭
和
年
月
日

昭
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年
度
採
用
司
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『
一

そ
の
二左

記
の
と
お
り
住
所
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
お
届
け
し
ま

す
．

記

旧
住
所

新
住
所

郵
便
番
号
（
）
電
話
（
ｌ

昭
和
年
月
日

昭
和
年
度
採
用
司
法
修
習
生
（
組
配
厘

司
法
研
修
所
長
段

司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程

住
所
変
更
届

蕊

氏
名

三

’
’
1③

そ
の
三

｛
些
１
と
制
鬮
旅
行
の
鵜
合
は
外
聞
旅
行
許
可
願
に
よ
る
と

２
欠
席
を
伴
う
堀
合
は
欠
席
承
認
願
を
別
途
提
出
す

孝
心
学
」
、
と
。

旅
行
届

左
記
の
と
お
り
旅
行
を
す
る
の
で
、
お
届
け
し
ま
す
．

記

一
旅
行
先
蓮
絡
先
）

二
期
間
昭
和
年
月
日
〈
曜
旦
か
ら

昭
和
年
月
日
（
噸
旦
ま
で

一
日
間
）

脇
和
年
月
日

昭
和
年
度
採
用
司
法
修
習
生
（
組
配
属
）

氏
名
⑨

司
法
研
修
所
長
殿

八
．
ゞ
》
：
綴
『

４
７
Ｉ
ｌ
ｌ
１
６
１
４
ｌ
１
Ｉ
１
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０
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ｌ
Ｉ
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０
４
Ⅱ
１
Ｉ
０
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０
１
Ｉ
Ｔ
３
Ｉ
Ｉ
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ｌ
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４
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４
１
Ⅱ
Ｊ
１
１
Ｉ
０
４
９
４
１
ｄ
１
、
７
１
‐
ｌ
↓
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１
１
帆
叫
甜
１
＃
１
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Ｈ
Ｎ
別
州
Ⅱ
帆
附
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削
切
酬
恥
吐
Ⅲ
。
州
ｌ
Ｎ
０
１
ｌ
ｈ
淵
小
，
’
１
１
１

二

九

’ 虹
口
。
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Ｕ
Ｑ
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ｂ
Ｄ
ｂ
４
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４
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Ⅱ
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Ｏ
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号
や

ロ
Ｑ
■
Ｐ
Ｇ
■
Ｂ

ｂ
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●
■
守
凸
タ
０
句
守
口
０
．
幸
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Ｏ
Ｌ
１
０
▽
Ｃ
ｆ
１

‐

１

－

６

．

１
８
０
０
；
‐
Ｇ
７
凸
？
８
９

■
‐
■
■
可
。
■
凸
■
ｄ
９
０
０
０
Ｑ
寸
凸
Ｏ
Ｙ
ｐ
０
ｅ
０
Ｉ
０
■
ロ
８
９
‐
９
０
■
■
ｇ
０
Ｄ
０

▲
６
寺
■
Ｉ
■
Ｕ
ら
卜
０
‐
？
４
１
ニ
リ
ー
１

９
‐
■
，
。
・
・
凸
・
１
９
◆
９
９
０
Ｐ
Ｏ
Ｉ
《
ｑ
ｄ
ｑ
Ｄ
▲
ｑ
４
０
０
，
▲
０
且
■
Ｕ
Ｆ
Ｑ
ｑ
‐
■
９
１
０
Ⅱ
０
４
■
ｏ
Ｆ
Ｑ

そ
の
四左

記
の
と
お
り
欠
席
し
た
い
の
で
、
承
露
し
て
く
だ
さ

い
。

記

一
月
日

二
顔
由

三
添
付
書
類

四
連
絡
場
所

昭
和
年
月
日

昭
和
年
度
採
用
司
法
修
習
生
（
組
配
遇

司
法
研
修
所
長
殿

司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程

承
，
ひ
，
Ｉ
、
’
ｉ
卜
暦
卜
１
．
’
０
．
Ｉ
！
‐
。
‐

１
，
．
．
４
ｔ
し
，
』
■
‐
、
．
、
忽
今
！

欠
席
承
認
願氏

名

‐
１
‐
１
１

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｌ
１
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１
１
Ⅱ
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’
１
．
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第
一
条
司
法
修
習
生
は
、
こ
の
規
湿
に
定
め
る
バ
ッ
ジ
を
つ

け
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
バ
ッ
ジ
の
形
状
及
び
制
式
は
、
附
図
の
と
お
り
と

す
る
。

第
二
条
前
条
の
バ
ッ
ジ
は
、
交
付
す
る
．

２
司
法
修
習
生
が
そ
の
身
分
を
失
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か

に
バ
ッ
ジ
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

七
司
法
修
習
生
の
（
ツ
ジ
に
関
す
る
規
程

バ ーー

ツ 附
ジ 図
の ー
形
状

司
法
修
習
生
の
バ
ッ
ジ
に
関
す
畠
規
程

β

ｎ
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ご
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地
質
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の
制
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司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
六
条
の
運
用
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
、
年
末
年
始
の
休
暇
二
二
月
二

九
日
か
ら
翌
年
一
月
三
日
ま
で
）
は
、
修
習
を
要
し
な
い
日

と
し
、
俸
習
を
要
し
な
い
日
以
外
の
日
を
修
習
日
と
す
る
．

修
習
日
に
修
習
で
き
な
い
場
合
を
欠
席
と
す
る
。

二
規
則
第
六
条
の
『
修
習
を
し
な
か
っ
た
期
間
」
は
欠
席
日

数
の
合
計
に
よ
り
算
出
す
る
。

三
欠
席
が
、
『
正
当
な
理
由
」
に
よ
る
か
ど
う
か
は
、
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
一
五
条
に
定
め
る
承
認

（
罷
免
事
由
報
告
の
基
準
）

一
司
法
修
習
生
に
つ
き
、
病
気
の
た
め
修
習
に
蝋
え
な
い
も

●
４
。
．
ｈ
・
。
■
ｇ
凸
ｇ
■
ｑ
マ
‐
Ｊ
‐
■
Ｄ
ザ
と
■
Ⅱ
ｑ
ｐ
Ｐ
ｑ
ｄ
Ｉ
。
。
甲
、
０
ｈ
．
Ｉ
ｈ
■

八
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
六
条
の
運
用
に
つ
い
て

九
長
期
病
欠
司
法
修
習
生
の
罷
免
等
に
関
す
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て

９
６
０
’
１
１
１
１
７
◇
９
４
Ｐ
・
Ｉ
Ｏ
Ｊ
１
Ｊ
ｑ
Ｄ
Ｇ
■
９
口
争
・
’
６
Ｇ
口
■
ａ
▲
も
む
今
西
Ｕ
Ｏ
ｂ
Ｔ
“
。
昏
、
。
．
？
。
“
■
Ｂ
ロ
リ
も
毎
●
■
■
１
‐
９
‐

司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
六
条
の
運
用
に
つ
い
て

へ

修昭
習和
生三
配四
属年
の一

地二
方月

謝二
所日
長司
あ研
て企
司発
法第
研八
修七
所三
長号
通司
知法
…

（
諏
鈍
咋
睡
群
畦
認
評
矩
諦
銅
銅
睡
鍛
躍
咋
郷
碓
鴎
銅
雌
修
）

に
準
じ
そ
の
つ
ど
司
法
研
修
所
長
ま
た
は
実
務
修
習
庁
会
の

長
が
判
断
し
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

四
自
宅
起
案
、
自
由
研
究
等
（
い
わ
ゆ
る
夏
期
休
暇
を
含

む
ゞ
修
習
指
導
担
当
者
の
修
習
の
た
め
の
指
示
に
よ
り
出
勤

す
る
こ
と
を
要
し
鞍
い
場
合
、
そ
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
出

勤
し
な
い
こ
と
は
欠
席
で
は
な
い
。
し
か
し
自
由
研
究
等
も

修
習
日
で
あ
る
か
ら
、
痛
錨
そ
の
他
と
の
日
に
修
習
で
き
な

い
事
傭
が
あ
る
と
き
は
欠
席
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
数
日
に
わ
た
る
欠
席
期
間
中
に
自
由
研
究
等
の
日
が
あ
っ

て
も
欠
席
日
数
の
計
算
上
控
除
さ
れ
な
い
。

の
と
し
て
、
司
法
修
習
生
に
関
す
る
規
則
第
一
九
条
に
よ
り

罷
免
事
由
の
報
告
を
す
る
基
準
は
、
次
表
に
掲
げ
る
期
間
を

‐
ｊ
Ｑ
守
１
句
“
１
９
口
４
０
１
１
の
？
↑
申
甲
。
●
◇
凸
９
４
◇
６
９
Ⅱ
９
１
０
４
１
．
甲
■
Ｉ
■
６
寺
０
Ｌ
ｆ
Ｆ
‐
Ｆ
１
■
。
・
・
Ｉ
Ｌ
ａ
９
Ｇ
０
０
Ｇ
１
・
寺
や
卜
Ｐ
Ｏ
Ｐ
‐
↓
ｏ
６
ｂ
Ｄ
ｂ
Ｉ
ｈ
ｑ
ｑ
凸
●
Ｐ
Ｃ
４
８
言
４
１
●
■
●
旬
１
５
“
’
‐
１
，
１

一
一
一
一
一

Ｌ
ｒ
Ｏ
？
４
，
０
り
ｐ
０
０
ｂ
ｒ



ｂ
Ｏ
６
か
り

（
藷
掌
肇
鰯
窪
謂
潔
蕊
駁
逓

司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

記

規
程
の
制
定
に
伴
い
、
標
記
手
続
を
左
記
の
と
お
り
定
め
ま
し

司
法
修
習
生
か
ら
外
国
旅
行
許
可
願
が
提
出
さ
れ
た
と
き

た
の
で
昭
和
五
士
屋
．
一
月
一
日
以
降
こ
れ
に
よ
っ
て
く
湾
さ

は
、
実
務
修
習
庁
会
の
長
は
、
実
務
修
習
に
支
障
が
あ
る
か
否

い
。

か
の
意
見
を
付
し
、
こ
れ
に
旅
行
期
閥
中
の
修
習
円
穫
を
添
え

な
お
、
改
正
後
の
司
法
修
習
生
の
規
律
等
に
関
す
る
規
震
第
て
、
右
許
可
願
を
司
法
研
修
所
長
に
送
付
す
る
。

四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国
旅
行
許
可
願
の
様
式
を
別
紙
の
右
許
可
願
の
送
付
に
当
た
っ
て
は
、
実
務
修
習
地
の
地
方
裁

と
お
り
定
め
ま
し
た
。

判
所
長
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

逼
職
願
出
の
勧
告
）

二
長
期
病
欠
の
期
間
が
前
項
の
年
月
数
に
達
す
る
司
法
修
習

生
に
つ
い
て
は
司
法
研
修
所
長
は
削
項
の
報
告
に
先
だ
ら
本

－

・
：
・
・
↑
：
‐
罰
。
Ｉ
・
，
，
，
！
．
！
？
‐
‐
！
‐
１

．
Ｊ
ケ
今
■
卵
凸
凸
一
凹
画
。
Ｐ
Ｄ
Ｊ
画
・

引
き
総
き
病
欠
し
だ
場
合
と
す
る
。

一
○
司
法
修
習
生
の
実
務
修
習
中
に
お
け
る
外
国
旅
行
許
可
願
の
手
続
に
つ
い
て

三

年
司
法
修
習
生
の
実
務
推
習
中
に
お
け
る
外
国
旅
行
許
可
願
の
手
織
に
つ
い
て

画
残
摺
，
一
㎡
結
核
性
疾
患
以
外
の
甚
暦
一

年
二

月

一

‐
ゞ
‐
‐
、
。
・
ゞ
・
熱
蒋
、

人
に
対
し
退
職
の
願
出
を
す
る
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
勧
告
を
す
る
錫
合
に
は
、
病
気
が
回
復
し
た
の

ら
、
一
般
の
司
法
修
習
生
採
用
の
機
会
に
、
他
の
採
用
申
込

者
と
同
等
の
選
考
条
件
に
よ
り
再
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
旨
、
お
よ
び
退
職
の
と
き
ま
で
に
修
習
し
た
期
間
を
再
採

用
後
の
修
習
期
間
に
算
入
す
為
旨
を
告
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
一
一
一
一
一

『

0

b

f
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０
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ｑ
０
ｌ
０
ｏ
ｌ
０
Ｉ
‐
‐
７
９
０
↑
４
９
８
‐
１
１
１
６
８
‐
１
０
１
！
。
、
、
●
０
０
口
１
０
４
‐
０
↑
’
９
『
。
ｄ
‐
Ｉ
ｌ
ｊ
‐
！
‐
４
４
．
１
６
０
０
‐
６
－
．
Ｊ
１
０
け
り
↑
ｐ
’
６
△
■
！
Ｐ
‐
９
９
‐
ク
’
１
０
‐

ｆ
４
△
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
ム
ー
。
。
△
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
２
１
１
０
０
．
Ｇ
日
凸
■
ｑ
●
『
ｊ
４
０
ｇ
ｐ
９
■
甲
々
０
‐
９
９
ｑ
６
■
も
Ⅱ
。
■
。
●
。
ａ
０
ｐ
Ｑ
守
り
Ｉ
ｂ
ｐ
６
ｏ
Ｄ
口
▲
ａ
ｒ
４
、
Ｕ
ｄ
且
４
４
ノ
守
凸
囚
ｒ
寺
、
『
Ｐ
．
ｅ
ｆ
ぽ
二
ｂ
■
、
。
価
一
で
狸
。
ニ
ァ

外
国
旅
行
許
可
願

左
記
の
と
お
り
孫
鬮
旅
行
詮
し
た
い
の
で
、
許
可
し
て
く

だ
さ
い
。

己
員
宕
戻
障

一
擁
行
先

二
目
的

三
期
間

四
同
行
者

五
連
絡
先

六
経
費注１
旅
行
日
嗣
を
禄
付
す
る
こ
と
。

２
軽
侭
堀
に
は
、
私
賢
の
囎
合
は
そ
の
旨
、
公
私
の
団
体
鋪

か
ら
捉
助
を
掻
け
る
糊
合
は
そ
の
団
体
毎
の
名
称
を
記
入
す

る
こ
。
鼻
⑥

昭
和
年
月
日

昭
和
年
度
採
用
司
法
修
習
生
（
組
配
塵

氏
名
③

最
高
裁
判
所
長
官
殿

（
別
紙
様
式
）
司
法
研
俸
所
松
戸
分
室
在
寒
雛
則

緬
和
迦
二
畦
賭
睦
魍

裁
判
所
の
庁
舎
等
の
管
理
に
関
す
る
規
程
雨
和
四
十
三
年

最
高
裁
判
所
規
程
第
四
号
｝
第
二
条
第
四
項
の
委
任
に
基
づ

き
、
同
規
程
第
十
九
条
に
よ
っ
て
司
法
研
修
甑
松
戸
分
室
在
姦

準
則
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

第
一
条
こ
の
準
則
は
、
司
法
研
修
所
松
戸
分
室
（
以
下
「
喪
」

と
い
う
．
｝
が
主
と
し
て
司
法
研
修
所
に
お
け
る
研
修
、
研

究
、
修
習
を
す
る
者
の
研
修
等
の
た
功
の
滞
在
の
用
に
供
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
寮
の
管
理
に
つ
い
て
必

要
歎
率
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
．

在
療
者
は
、
察
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
察
に
お

け
る
秩
序
を
維
持
し
、
適
切
な
環
境
を
保
持
す
る
よ
う
協
力

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
入
寮
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
寮
許
可
願
を
提
出
し

て
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
在
察
者
は
、
寮
設
樋
の
目
的
を
尊
重
し
、
他
人
の
勉

ｐ
や
●
，
●
今
‐
。
●
■
▲
■
■
ｐ
◆
Ｌ
旬
申
告
Ｕ
イ
Ｏ
Ｉ
。
Ｃ
Ｄ
■
０
Ⅱ
白

二
司
法
研
修
所
松
戸
分
室
在
寮
準
則

三
四

’
1

０
■
ロ
凸
『
ト
ー
Ｐ
．
，
Ｐ
Ｉ
ｒ
ｏ
０
Ｉ
Ⅱ
◆
Ｉ
今
●
Ｏ
９
６
Ｋ
ｆ
ｇ
●
０
‐
Ｉ
Ｐ
４



り

０
０
．
由
り

第
七
条
在
寮
者
は
、
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
建

物
、
付
侭
設
備
、
櫛
品
等
を
段
損
し
ま
た
は
滅
失
さ
せ
た
と

き
は
、
こ
れ
を
原
状
に
回
復
し
、
ま
た
は
そ
の
損
害
を
賠
償

第
六
条
在
寮
者
は
、
常
に
防
火
に
注
意
し
、
所
定
２

外
で
火
気
の
使
用
ま
た
は
喫
煙
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

所
定
の
壜

第
五
条
在
寮
者
は
、
集
会
の
た
め
寮
を
使
用
す
る
空

た
は
叢
に
お
い
て
文
書
等
を
掲
示
す
る
場
合
に
は
、

度
あ
ら
か
じ
め
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
寮
者
は
、
集
会
の
た
め
寮
を
使
用
す
る
場

第
八
条
在
療
者
は
、
護
係
員
が
建
物
、
付
属
設
備
、
備
品
等

の
管
理
の
た
め
寮
室
に
立
ら
入
る
必
要
が
あ
る
と
・
さ
は
、
と

〆
〃
凸
ｈ
酔
ｑ
一
一
？
十

：
学
へ
就
寝
を
妨
げ
、
そ
の
他
他
人
の
迷
惑
と
な
る
行
為
を
し

一
て
は
な
ら
葱
い
、

第
四
条
在
察
者
は
、
門
限
ま
で
に
帰
獲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
来
訪
者
が
あ
る
場
合
は
、
門
限
ま
で
に
退
出
さ
せ
な
け
れ

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぱ
な
ら
な
い
．

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
鞍
ら
な
い
。

火
災
そ
の
他
災
害
に
際
し
て
は
、
消
防
お
よ
び
避
難
に
協

合
、
ま

に
お
い
て
文
書
等
を
掲
示
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
都

司
法
研
修
所
松
戸
分
室
在
寒
準
則

所
以

、“‐。

ｃ
刑
．

・
蓉
糾
ぺ

第
九
条
と
の
準
則
若
し
く
は
在
寮
心
得
に
違
反
し
た
と
き
、

ま
た
は
寮
の
管
理
上
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、

退
寮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

鋪
十
条
こ
の
準
則
の
施
行
に
つ
い
て
の
細
則
は
、
別
に
在
察

心
得
に
定
め
る
．
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１
．
１
１

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
総
則
三
六

一
二
司
法
修
習
生
指
導
要
綱
（
認
海
陸
鋤
癖
誌
姻
畳
鎚
て
記
録
畷
癖
咋
鐸
麺
窪
）

改
正
四
七
・
一
○
・
二
三
（
司
法
研
修
所
長
通
達
）

第
一
章
総
則
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
．
三
六
頁
・

第
二
章
一
般
教
義
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
三
七
頁

第
三
章
実
務
に
関
す
る
修
習
…
・
…
・
・
…
…
…
三
八
頁

第
一
節
裁
判
…
・
…
…
…
…
…
…
…
．
、
三
八
頁
⑩

第
二
節
検
察
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
四
四
頁

第
三
節
弁
護
：
…
・
…
・
・
・
…
・
…
…
…
：
四
七
頁

第
四
節
補
則
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
五
○
頁

．
ｒ

第
一
章
総
則

第
一
司
法
修
習
生
の
修
習
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
修
得
し
た
学
識
の
深
化
及
び
そ
の
実
務
へ
の
応
用
と
と
も
に
一
般
教
護
を
重
視

し
、
も
っ
て
法
曹
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
品
位
と
能
力
を
術
え
、
か
つ
そ
の
社
会
的
使
命
を
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
し
な
け
れ
ば

第
二

癒
ら
な
い
。

１
卓
一
百
掛
畦
爾
沙
鵬

２
修
習
を
垂

３
司
法
研
砕

の
順
序
に
行
う
。

司
法
修
習
生
の
二
年
間
の
修
習
は
、

１
司
法
研
修
所
に
お
け
る
前
期
修
習
（
四
箇
月
）

２
修
習
を
委
託
さ
れ
た
裁
判
所
、
検
察
庁
及
び
弁
謹
士
会
（
以
下
「
配
属
庁
』
と
い
う
）
に
お
け
る
修
習
二
年
四
箇
月
）

３
司
法
研
修
所
に
お
け
る
後
期
修
習
（
四
箇
月
｝

。
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合
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１

第
三
司
法
研
修
所
に
お
け
る
前
期
修
習
侭
》
実
務
に
関
す
る
一
般
的
基
礎
的
概
念
の
把
耀
笹
、
配
属
庁
に
お
け
る
修
習
は
、
裁
判
、

検
察
及
び
弁
謹
の
突
体
ゞ
の
体
懲
ぞ
、
司
法
研
修
所
に
お
け
る
後
期
修
習
は
今
修
習
の
総
仕
上
げ
及
び
全
般
的
な
調
整
を
、
そ
れ
ぞ

れ
主
眼
と
し
て
指
導
す
る
．

第
四
司
法
研
修
所
は
、
毎
年
一
回
適
当
な
時
期
に
、
各
配
腐
庁
の
指
導
担
当
者
を
招
集
し
て
司
法
修
習
生
指
導
担
当
者
協
議
会
を
開

き
、
司
法
修
習
生
の
修
習
撹
導
の
運
営
に
関
す
る
一
般
事
項
に
つ
い
て
協
錨
を
行
う
．

第
五
修
習
を
委
託
さ
れ
た
裁
判
所
、
検
察
庁
及
び
弁
護
士
会
は
、
指
導
に
関
す
る
相
互
間
の
有
機
的
な
連
絡
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
司

法
研
修
所
と
緊
密
葱
連
絡
を
保
つ
た
め
、
配
属
地
ご
と
に
指
導
連
絡
委
員
会
を
設
け
る
。

指
導
連
絡
委
員
会
は
、
修
習
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
、
修
習
の
内
容
修
習
の
順
序
、
修
習
に
関
す
る
費
用
の
使
用
方
法
等
に

つ
い
て
、
連
絡
協
議
す
る
。

指
導
連
絡
委
員
会
は
、
見
学
、
講
演
会
の
実
施
等
に
つ
い
て
、
司
法
研
修
所
及
び
配
属
庁
の
各
部
門
の
修
習
と
の
関
係
を
考
慮

し
て
、
最
も
有
効
適
切
な
ら
し
め
る
よ
う
に
努
め
る
。

震
六
司
法
研
修
所
及
び
各
配
属
庁
は
、
常
に
司
法
研
修
所
に
お
け
る
修
習
と
配
属
庁
に
お
け
る
修
習
と
の
関
連
調
整
に
つ
い
て
留
意

し
、
相
互
に
修
習
内
容
の
概
要
を
報
告
し
あ
う
こ
と
と
し
、
修
習
内
容
の
重
複
塗
避
け
、
又
は
相
互
に
そ
の
不
充
分
な
点
を
補
強

す
る
こ
と
に
努
め
る
。

司
法
研
修
所
は
、
右
の
目
的
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
配
属
庁
の
擶
導
担
当
者
と
の
協
議
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
司
法
修
習
生
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜
教
官
及
び
指
導
担
当
者
と
司
法
修
習
生
と
の
懇
談
の
機
会
を
設
け
て
、
人
格
的
接

触
を
図
り
、
ぎ
た
司
法
修
習
生
の
忌
悔
の
な
い
希
望
、
感
想
な
ど
を
き
く
よ
う
に
努
め
、
常
に
相
互
の
理
解
の
も
と
に
修
習
の
実

を
あ
げ
る
よ
う
に
留
意
す
る
．

第
二
章
一
般
教
菱

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
一
段
數
菱
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０

Ｌ
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会

三
七
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民
顎
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夕
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御
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、
臼
寺
ャ
や
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■

ｒ

△

ｒ

●

Ｌ

↑

．

１

－

９

９

巳
●
。
‐
９

ｒ
，

６
町
か
６
０
６
申
ご
’
９
●
１
色
Ｂ
Ｉ
９
９
９
９
ｏ
Ｉ
ｇ
■
１
９
０
８
０
口
８
７
６
９
’
１
口
ｂ
ｌ
Ｊ
Ｆ
１
ｂ
Ｕ
■
’
。

◆
‐
－
６
８
６
廿
Ｐ
も
６
．
，
．

‐勺

ｒ
■
ｃ
６
０
０
０
Ｂ
ｌ
０
伊
申
１
日
ｄ
９
ｄ
０
』
■
ｄ
９
．
９
、
ｑ
“
■
凸
守
■
■
■
寺
β
Ｐ

。

ｐ
Ｏ

８
ｐ
ｒ
Ｊ
１
Ｇ
６
Ｕ
ｏ
ｑ
寺
ｒ
・
６
。
？
↓

ｅ４

司
法
修
習
生
掘
導
要
綱
裁
判
前
期
ｌ
民
噸
）
三
八
、

第
一
・
一
般
教
養
に
つ
い
て
は
、
‐
視
野
を
広
め
、
事
物
の
本
質
を
把
握
し
、
時
代
に
対
す
る
高
い
識
見
と
深
い
洞
察
力
を
養
う
よ
う
に

措
導
し
、
浅
薄
皮
相
な
知
識
の
痩
得
に
堕
さ
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
司
法
研
修
所
に
お
い
て
は
、
右
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、

Ｈ
科
学
、
宗
教
、
芸
術
等
各
界
の
権
域
者
に
よ
る
講
演
・

㈲
国
会
、
博
物
館
、
近
代
的
大
企
業
施
設
等
の
見
学

第
三
各
配
属
庁
は
、
そ
の
地
の
実
情
に
応
じ
前
項
に
準
じ
て
、
認
演
、
見
学
等
を
行
う
。

第
三
章
実
務
に
関
す
る
修
習

第
三
章
実

各
期
に
お
け
る
指
導
は
、
左
の
要
領
に
よ
る
。

一
司
法
研
修
所
に
お
け
る
前
期
指
導
期
間

Ｈ
指
導
目
標

㈲
指
導
方
法

等
を
行
う
。

同
音
楽
、
淡
劇
、
芸
術
等
の
鑑
賞

倒
英
、
独
、
仏
等
外
園
番
の
総
銃

裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
実
務
の
全
般
に
つ
い
て
（
特
に
判
決
手
続
を
中
心
に
し
て
）
修
習
記
録
等
を
使
用
し
、
そ
の
基
礎
的
な

概
念
を
把
握
さ
せ
、
実
務
に
即
し
た
理
論
の
研
究
を
指
導
す
る
ｃ

第
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裁
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↓
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(4） (3) '2）

教
官
躯
当
の
も
と
に
、
主
と
し
て
修
習
記
録
を
使
用
し
て
、
数
回
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
の
主
張
の
当
否
の
判
断
、
争
点

の
整
理
、
釈
明
砺
項
の
有
無
の
検
討
等
の
修
練
を
行
う
。

教
材
は
で
き
る
か
ぎ
り
起
案
事
件
と
は
別
の
種
類
の
も
の
薊
え
ば
仮
処
分
覇
件
、
強
制
執
行
甑
件
等
）
を
選
び
、
そ
の

手
続
の
基
礎
的
知
識
を
与
え
る
こ
と
も
あ
わ
せ
考
慮
す
る
．

あ
ら
か
じ
め
修
習
記
録
を
交
付
し
て
数
回
判
決
書
を
作
成
さ
せ
る
．
教
材
に
は
理
論
的
な
法
律
問
題
重
芭
み
、
し
か
も
通

常
訴
謹
事
件
と
し
て
多
数
あ
る
も
の
数
種
類
を
選
択
す
る
よ
う
に
努
め
る
。

前
期
に
お
い
て
は
、
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
主
張
の
法
律
構
成
の
仕
方
に
重
点
を
お
き
、
前
記
訴
訟
法
上
の

諸
原
則
の
理
解
の
徹
底
を
図
り
、
民
事
裁
判
に
お
い
て
は
法
律
判
断
の
妥
当
性
ぱ
い
う
を
ま
た
な
い
が
、
そ
の
基
礎
を
な
す

事
実
の
認
定
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を
会
得
さ
せ
る
。

民
事
、
行
政
、
労
働
、
商
事
、
家
事
等
各
事
件
の
理
論
及
び
実
務
に
つ
い
て
基
礎
的
知
識
を
修
得
さ
せ
る
た
め
、
学
者
又

司
法
俸
習
生
指
導
要
綱
裁
判
箭
期
Ｉ
民
理
三
九

：
：
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’
１

ザ

今

令

町

ｏ

ｒ

心

、

ロ

ー

●

ゞ
教
官
担
当
の
芯
窪
嶋
ぶ
膠
習
記
録
簿
の
教
材
を
使
用
哩
訴
の
提
起
か
ら
判
決
に
い
た
る
ま
で
の
訴
訟
手
続
の
識
肇
で
、

そ
の
発
展
段
階
に
応
じ
て
訴
訟
上
通
常
生
ず
る
民
事
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
を
指
摘
し
な
が
ら
逐
一
解
説
し
、
そ
の
中
で
講
求

と
講
求
原
固
主
張
責
任
う
立
証
責
任
、
否
認
と
抗
弁
等
の
民
事
訴
訟
法
上
の
諸
原
則
の
実
際
的
意
義
を
瓊
解
さ
せ
る
と
と

も
に
、
弁
輪
主
義
、
当
事
者
処
分
権
主
義
の
実
務
上
果
す
機
能
を
知
ら
せ
、
民
願
裁
判
官
の
な
す
釈
明
権
の
行
使
の
重
要
性

浄
認
識
さ
せ
、
裁
判
の
独
立
、
訴
訟
の
促
進
等
裁
判
全
般
に
関
す
る
重
要
問
題
に
つ
い
て
民
事
裁
判
宮
と
し
て
の
在
り
方
、

心
構
え
の
体
得
に
必
要
な
指
針
を
示
す
よ
う
に
努
め
る
．
な
お
、
判
決
書
の
作
成
に
つ
い
て
そ
の
理
論
と
技
術
を
説
明
す

参
〔
》
⑨特

殊
誌
義

問
題
研
究

判
決
の
起
案
及
び
講
評

｜
↑
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「

６
１
ｂ
Ｉ
Ｊ
０
６
ｊ
Ｖ
や
ｆ
り
ど

⑧

叫
講
義
教
官
担
当
の
も
と
に
、
適
宜
教
材
を
使
用
し
、
判
例
、
通
達
等
の
紹
介
に
留
意
の
う
え
、
訴
訟
記
録
に
つ
い
て
注
釈
を
加

え
葱
が
ら
、
公
訴
の
提
起
か
ら
判
決
に
い
た
る
ま
で
の
公
判
手
続
の
概
要
を
実
務
の
立
場
か
ら
解
説
し
、
訴
因
、
証
拠
等
判

決
を
す
る
に
あ
た
っ
て
特
に
研
究
考
噸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
問
題
ぞ
指
箔
す
る
と
と
も
に
、
判
決
誉
の
作
成
に
関
す
る

理
論
と
技
術
を
教
え
る
ほ
か
、
刑
蛎
裁
判
機
機
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
、
裁
判
の
独
立
、
訴
訟
の
促
進
、
法
廷
の
秩
序
維
持

等
裁
判
全
般
に
関
す
る
重
要
問
題
に
つ
き
、
刑
事
裁
判
官
と
し
て
何
を
知
る
べ
き
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
心
織
え
を
有
す
べ

き
か
に
つ
い
て
こ
れ
が
理
解
に
必
要
な
指
針
を
示
す
等
裁
判
所
に
お
げ
る
刑
窮
実
務
の
全
段
に
わ
た
り
一
応
の
概
念
と
問
題

前
記
判
決
起
案
の
講
評
に
際
し
、
同
事
件
に
関
連
し
た
訴
訟
法
上
及
び
実
体
法
上
の
諸
問
題
を
採
り
上
げ
、
司
法
修
習
生

相
互
に
討
論
を
行
わ
せ
、
教
官
が
そ
の
論
点
の
所
在
及
び
考
え
方
に
つ
い
て
指
導
す
る
方
法
に
よ
り
研
究
を
実
施
す
る
ほ

か
、
さ
ら
に
こ
れ
を
補
い
、
か
つ
前
記
講
義
に
対
す
る
理
解
の
有
無
を
た
し
か
め
る
た
め
、
別
に
鮫
近
の
実
務
上
し
ば
し
ば

す

い

１

句

。
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０
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巳

．
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■

■

ｑ

４

図
判
決
の
起
案
及
び
識
評

修
習
記
録
を
使
用
し
、
通
常
一
般
に
起
り
得
べ
き
事
件
で
基
本
的
な
問
題
を
多
く
含
む
も
の
を
選
択
し
、
判
決
笹
を
起
案

さ
せ
る
ほ
か
、
別
に
心
既
形
成
の
理
由
を
詳
説
し
た
暫
而
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
に
教
官
の
詳
密
な
論
評
を
加
え
て
刑
事
判
決

に
関
す
る
実
務
一
般
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
実
の
判
断
、
殊
に
慌
況
証
拠
に
よ
る
事
実
認
定
に
つ
い

て
の
考
え
方
を
会
得
さ
せ
る
こ
と
に
鰻
も
重
点
ぞ
お
く
。
な
お
、
起
案
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
宅
に
お
い
て
必
要
な
判
例
学
説

等
を
渉
猟
す
る
に
充
分
な
余
裕
諺
与
え
て
こ
れ
を
な
さ
し
め
、
む
し
ろ
事
前
の
研
究
に
主
眼
を
お
く
も
の
と
す
る
。

13I １
６

は
裁
判
官
等
に
委
嘱
し
て
特
殊
講
蕊
を
行
う
。

刑
事
裁
判

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
鎮
判
荷
期
Ｉ
刑
聖

の
焦
点
を
把
握
さ
せ
る
。

問
題
研
究
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識
義
を
行
う
。

二
実
務
修
習
地
に
お
け
る
指
導
期
間

ロ
指
導
方
法

Ｈ
，
指
導
目
漂

伽
司
法
修
習
生
を
部
に
配
属
す
る
場
合
、
一
の
部
に
配
属
す
る
司
法
修
習
生
の
数
は
、
な
る
べ
く
同
時
に
少
な
く
と
も
二
名
を

下
ら
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
合
織
事
件
と
単
独
鞭
件
の
双
方
に
つ
い
て
修
得
す
る
磯
会
を
与
え
る
ば
か
、
期
間
と
に
ら
み
あ
わ

せ
修
習
の
効
果
を
減
殺
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
な
る
べ
く
複
数
の
裁
判
官
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
慮
す
る
。

卿
個
別
的
な
指
導
担
当
者
（
例
え
ば
各
配
属
部
の
裁
判
官
）
の
ほ
か
、
一
段
的
葱
指
導
計
画
の
樹
立
、
各
配
膳
部
間
の
連
絡
等

の
責
に
任
ず
ろ
全
般
的
な
指
導
担
当
裁
判
官

各
実
務
修
習
地
の
実
悩
に
応
じ
、
そ
２

が
い
、
具
体
的
な
指
導
計
画
を
臘
立
す
る
。

倒
各
指
導
担
当
裁
判
官
は
、
全
殻
的
な
指
導
担
当
裁
判
官
と
打
合
せ
て
、
期
間
中
適
宜
協
議
会
番
艶
き
、
各
部
に
お
け
る
指
導

の
不
統
一
を
で
き
る
か
ぎ
り
な
く
す
る
よ
う
横
の
連
絡
を
は
か
る
と
と
も
に
、
指
導
方
法
の
研
究
向
上
に
努
め
ろ
。

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
裁
判
（
爽
蓮
四
一

司
法
研
修
所
前
期
の
修
習
を
基
礎
と
し
て
裁
判
所
に
お
け
る
民
輔
刑
事
実
務
の
全
般
に
わ
た
り
蒔
に
判
決
手
続
を
中
心
に
し

て
）
、
具
体
的
事
件
に
つ
い
て
手
続
の
発
展
に
応
じ
、
こ
れ
を
い
か
に
審
理
判
断
す
べ
き
か
を
微
睡
的
に
理
解
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
実

際
の
事
件
処
理
を
通
じ
て
裁
判
官
と
し
て
必
要
な
心
識
え
を
体
得
さ
せ
る
。

を
特
に
定
め
る
。

卿
特
殊
講
蕊

１
今
や
塔
》
ゞ
荘
〃
、
；
↑
・
・
了
い
犀
．

起
り
つ
つ
あ
る
問
題
洞
ゞ
一
多
く
誇
家
の
見
解
瑠
区
々
に
分
れ
、
最
も
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
選
択
し
、
前
同
犠

の
方
法
に
よ
る
研
究
葎
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
行
う
。

令
状
事
務
、
少
年
稚
判
等
の
理
論
及
び
実
務
に
つ
い
て
基
礎
的
知
識
を
体
得
さ
せ
る
た
め
、
裁
判
官
等
に
委
蛎
し
て
特
殊

Ｐ
か
夕
巴
、
由
Ｆ
Ｉ
Ｉ
，

■

そ
の
修
習
指
導
を
計
画
的
、
総
合
的
か
つ
統
一
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
左
の
要
領
に
し
た

｜

１１
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１
１
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、
Ｏ
Ｉ
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Ｐ
１
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へ

閏
指
導
の
滝
囲
及
び
方
針

●

側
実
務
の
指
導
に
あ
た

実
務
の
指
導
に
あ
た

卿
各
配
属
部
に
お
け
る
個
別
的
指
導
の
不
充
分
ま
た
は
一
様
で
な
い
点
を
総
足
調
雛
す
る
た
め
、
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
特
定
の

指
導
担
当
者
（
例
え
ば
全
般
的
な
指
導
担
当
裁
判
富
を
し
て
、
な
る
べ
く
実
務
修
習
の
趣
旨
に
か
紅
う
よ
う
な
適
当
な
方
法

に
よ
り
特
別
指
導
を
行
う
よ
う
に
す
る
．

な
お
、
司
法
修
習
生
か
ら
提
出
さ
れ
た
実
務
上
の
諸
問
題
を
中
心
と
す
る
共
同
研
究
又
は
重
要
な
判
例
の
共
同
研
究
を
随
時

実
施
し
、
司
法
修
習
生
の
自
発
的
な
研
究
意
欲
の
向
上
を
は
か
る
．

(31

っ
て
は
、
性
留
上
研
修
所
で
行
い
が
た
い
も
の
、
例
え
ば
実
際
の
駆
件
に
つ
い
て
は
そ
の
受
理
か
ら
終

結
に
い
た
る
ま
で
、
訴
訟
の
発
展
に
応
じ
、
訴
訟
指
揮
罠
事
に
つ
い
て
は
、
特
に
釈
明
権
の
行
使
、
証
拠
調
の
限
度
等
文
事

実
の
認
定
、
刑
の
賦
定
の
基
準
と
す
べ
き
事
由
等
い
ら
い
ら
裁
判
官
の
立
場
に
お
い
て
考
究
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
判
決

書
の
起
案
に
傭
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
修
習
事
件
数
の
多
寡
に
つ
い
て
必
ず
し
も
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
も
っ
と
も
、

修
習
さ
せ
る
事
件
の
種
類
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
実
務
の
実
際
に
お
い
て
一
般
に
起
り
得
べ
き
普
通
の
駆
案
を
選
び
民
蛎
に

お
い
て
は
通
常
訴
訟
の
第
一
審
事
件
を
主
と
し
、
各
種
事
件
の
全
般
に
わ
た
る
よ
う
、
そ
の
他
修
習
効
果
、
機
密
保
持
の
観
点

し
た
が
っ
て
口
頭
弁
論
、
公
判
及
び
合
議
の
傍
聴
、
準
嚇
手
続
、
和
解
勧
告
罠
竪
の
立
会
の
ほ
か
、
法
廷
外
の
証
人
尋

問
、
検
証
等
の
見
学
も
つ
と
め
て
行
わ
せ
、
か
つ
髄
時
発
問
し
て
司
法
修
習
生
に
意
見
を
速
く
さ
せ
、
ま
た
は
そ
の
霞
間
に
応

答
す
る
機
会
を
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
与
え
ろ
。
し
か
も
常
に
単
な
る
技
術
的
指
導
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
通
じ
て
裁
判
の
独

立
、
訴
訟
の
促
進
、
法
廷
の
秩
序
維
持
等
裁
判
全
般
に
関
す
る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
裁
判
官
と
し
て
必
要
な
心
櫛
え
を
体
得

等
か
ら
適
切
な
考
恵
を
払
う
べ
き
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
せ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
婚

帥
民
事
に
お
い
て
は
、
仮
差
押
仮
処
分
顧
件
、
強
制
執
行
蕊
件
長
人
事
訴
訟
事
件
、
行
政
訴
訟
事
件
、
商
事
事
件
、
労
働
頚

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
載
判
（
実
務
）

そ
の
他

｜
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＆

』
辞

何
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
家
事
事
件
及
び
少
年
霧
判
両
者
を
通
じ
、
原
則
と
し
て
二
○
日
週
並
び
に
令
状
事
務
に
つ
い

て
も
、
傍
聴
見
学
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
、
事
件
の
一
応
の
取
扱
方
を
修
得
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

州
裁
判
事
務
以
外
に
書
記
官
事
務
の
見
学
等
を
行
い
、
裁
判
所
全
体
の
機
織
と
活
鋤
状
況
を
理
解
さ
せ
る
個

三
司
法
研
修
所
に
お
け
る
後
期
指
導
期
間

㈲
指
導
方
法

Ｈ
指
導
目
標

伽
民
事
裁
判

判
決
の
起
案
諦
評
及
び
実
務
に
関
す
る
問
題
研
究
を
主
眼
と
し
、
前
期
の
鳩
舎
に
準
じ
修
習
を
指
導
す
る
。

も
っ
と
も
、
起
案
瓢
件
に
つ
い
て
は
、
前
期
に
使
用
し
た
も
の
と
は
別
な
法
律
問
題
を
含
み
、
戦
災
認
定
に
つ
い
て
も
問
題

の
あ
る
も
の
を
運
び
、
特
に
事
案
の
見
方
、
各
証
拠
の
価
値
判
断
、
そ
れ
に
基
い
て
生
ず
る
結
論
の
当
否
の
点
に
つ
い
て
毒
慮

を
払
い
、
民
串
裁
判
官
と
し
て
法
律
判
断
の
ほ
か
に
事
実
の
認
定
の
重
要
性
を
体
得
さ
せ
る
。
．

実
務
修
習
地
に
お
け
る
修
習
の
あ
と
を
う
り
、
各
修
習
地
に
お
け
る
実
情
の
異
る
に
よ
り
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
べ
き
修
習
上
の

不
平
均
を
た
だ
す
ほ
か
、
一
般
的
に
従
来
の
修
習
上
の
欠
陥
不
足
を
補
う
た
め
、
調
整
的
か
つ
総
合
的
な
修
習
指
導
を
実
施
し

て
、
そ
の
最
後
の
仕
上
げ
を
期
す
る
．

⑧
刑
事
裁
判 サ

ム

且

◇

－

０

件
等
に
つ
い
て
も
一
般
的
基
礎
的
知
識
を
修
得
さ
せ
る
．

方
法
に
よ
っ
て
行
う
．

判
決
の
起
案
識
評
及
び
実
務
に
関
す
る
問
題
研
究
を
主
眼
と
し
、
前
期
の
場
合
に
準
じ
修
習
を
指
導
す
る
。

も
っ
と
も
、
起
案
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
期
の
場
合
に
比
し
よ
り
複
雑
困
難
な
も
の
を
選
び
、
か
つ
原
則
と
し
て
狂
庁
即
日

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
鎮
判
（
後
期
）
四
三

右
の
よ
う
な
事
件
を
特
別
部
と
し
て
専
門
に
取
扱
っ
て
い
る
裁
判
所
に
お
い
て
は
係
裁
判
官
に
よ
る
調
溌
そ
の
他
適
当
な

、
。
，
７
‐
１

《
等
』
嘩
逹

４
０
１
６
４

’



I

る
ょ
う
に
指
導
す
る
。
事
案
に
関
連
し
て
生
ず
る
法
律
問
題
の
検
討
も
怠
ら
ぱ
い
。

。
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今
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凸
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，

令

第
二
節
検
察

各
期
に
お
け
る
指
導
は
、
左
の
要
領
に
よ
る
。

一
司
法
研
修
所
に
お
け
る
朗
期
指
導
期
間

卿 ㈲
指
導
目
標

伽
諦
義
教
官
担
当
の
も
と
に
、
ま
ず
主
と
し
て
「
検
察
諭
義
案
」
を
教
材
と
し
て
、
検
察
の
沿
革
、
検
察
繍
神
、
検
察
機
糊
、
検
察

事
務
等
に
つ
い
て
概
括
的
説
明
を
行
い
、
検
察
全
般
に
わ
た
る
理
解
を
与
え
た
う
え
、
続
い
て
修
習
記
録
等
を
も
併
用
し
態
が

ら
、
検
察
官
の
職
務
の
本
体
を
な
す
聯
件
の
捜
査
方
法
震
査
手
続
、
捜
査
番
類
の
作
成
を
含
む
天
事
件
処
理
、
公
判
手
続
の

(21
指
導
方
法

諦
義

検
察
実
務
に
関
す
る
基
本
的
一
般
的
知
識
を
与
え
、
．
も
っ
て
検
察
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
揮
と
す
る
。

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
検
察
（
前
期
）
四
四

起
案
と
し
、
す
で
に
修
得
し
た
知
織
に
基
き
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
判
断
に
よ
り
馴
件
を
処
運
す
る
能
力
を
灘
う
よ
う
に
指
鵡
す

な
お
、
事
件
処
理
上
通
常
理
解
を
必
要
と
す
る
特
別
法
（
例
え
ば
少
年
法
？
驫
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
、
盗
犯
等
の

防
止
及
処
分
に
関
す
る
法
律
等
劃
確
定
判
決
に
基
く
各
種
執
行
事
務
一
般
に
つ
い
て
も
概
括
的
説
明
を
行
う
．

立
会
（
上
訴
手
続
を
含
む
）
等
に
つ
き
具
体
的
に
解
明
す
る
。

ろ
⑨

教
官
担
当
の
も
と
に
、
修
習
記
録
を
使
用
し
て
起
訴
状
又
は
不
起
訴
裁
定
番
を
作
成
さ
せ
る
面
件
逗
。

こ
れ
に
は
事
実
の
認
定
、
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
問
題
点
が
多
く
、
し
か
も
験
察
実
務
上
発
生
す
る
こ
と
の
多
い
戦
件
を
選

び
、
聯
案
に
対
す
る
険
察
官
と
し
て
の
円
満
妥
当
な
判
断
力
の
涌
養
に
努
め
、
あ
わ
せ
て
起
訴
便
宜
主
義
の
真
髄
を
会
得
さ
せ

検
察
起
案
及
び
講
評
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務
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
演
習
を
行
う
。

ｇ

二
実
務
修
習
地
に
お
け
る
指
導
期
間

Ｈ
遁
聯
目
穂

口
指
導
方
法

周
指
導
の
範
囲
及
び
方
針

(3)

司
法
修
習
生
の
修
習
の
委
託
を
受
け
た
各
検
察
庁
は
、
必
ず
一
名
な
い
し
数
名
の
指
導
担
当
検
察
官
を
定
め
、
一
定
の
指
導
計

画
の
も
と
に
最
も
能
率
的
に
そ
の
指
導
に
あ
た
る
。

司
法
研
修
所
前
期
の
指
導
を
つ
け
て
、
検
察
庁
に
お
け
る
検
察
実
務
の
実
体
を
体
得
さ
せ
、
も
っ
て
検
察
の
瞳
総
と
ふ
ん
い
き

に
浴
さ
せ
て
、
検
察
に
対
す
る
理
解
を
深
め
ろ
と
と
も
に
、
実
際
の
事
件
処
型
醤
通
じ
て
検
察
官
と
し
て
必
要
な
心
構
え
一
ぞ
体
得

さ
せ
る
こ
と
を
目
穏
と
す
る
。

側
実
務
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
性
質
上
研
修
所
で
行
い
が
た
い
も
の
、
す
な
わ
ち
実
際
事
件
の
捜
査
、
処
理
、
公
判
立
会
、

検
察
窮
務
等
に
つ
い
て
、
検
察
官
と
し
て
必
要
な
理
解
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
し
か
も
そ
の
簡
単
な
る
技
術
的
指
導

に
と
ど
ま
ら
ず
、
検
察
の
不
濁
独
立
、
警
察
指
揮
等
検
察
に
関
す
る
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
、
挨
察
宮
と
し
て
必
要
な
心
繊
え

切
実
際
事
件
の
処
理
は
、
刑
法
犯
を
主
と
し
、
な
る
べ
く
各
種
罪
名
に
わ
た
り
合
計
二
十
五
件
位
を
処
理
さ
せ
る
こ
と
を
標
準

司
法
修
習
生
指
導
喪
綱
検
察
（
実
務
）
四
五

ｊ

ｑ
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，

．
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．

．

ｇ

①

り

り

も

４

１

．

０

？

◇

Ｂ

ｉ
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１

０

９

９

今

ｒ

ロ

’

７

ｂ

６

ｄ

９

ｒ

ｏ

９

Ｔ

９

Ｉ

ｂ

ｏ

、

，

■

ｑ

Ｉ

ｏ
ｒ
一
』
●

》
な
職
醗
鐵
索
簿
あ
ら
か
じ
め
自
宅
子
お
い
て
必
要
な
判
例
学
鋭
を
渉
猟
検
討
す
る
に
充
分
な
余
裕
を
与
え
て
行
う
も
の

と
、
す
で
に
修
得
し
だ
知
識
に
基
き
も
つ
ば
ら
自
己
の
判
断
に
よ
り
事
件
を
処
理
さ
せ
る
在
庁
即
日
起
案
の
双
方
を
、
適
宜
案

配
し
て
行
う
。

を
体
得
さ
せ
る
こ
と
を
心
が
け
る
。

演
習

教
官
担
当
の
も
と
に
、
修
習
記
録
、
実
務
問
題
築
等
を
教
材
と
し
て
霞
講
譲
並
び
に
検
察
起
案
を
補
足
す
る
た
め
、
検
察
実

1
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０
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０
０
８
Ｉ
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Ｉ
０
０

ｇ
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ｆ
１
Ｉ
ｄ

心
中
』
０
０
４

三
司
法
研
修
所
に
お
り
る
後
期
指
導
期
間

Ｈ
指
導
目
標

と
を
目
様
と
す
る
．

紗、勺

さ
せ
る
。

側
そ
の
他
検
察
実
務
に
関
す
る
研
究
会
を
行
い
、

瀬
当
な
方
法
に
よ
り
そ
の
取
扱
を
修
得
さ
せ
、
一

関
す
る
研
究
会
を
行
い
、

⑤
公
判
の
立
会
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
と
し
て
公
判
に
霞
む
心
機
え
、
態
度
等
に
つ
い
て
蓮
解
さ
せ
た
上
、
冒
頭
陳
述
の
起

案
、
提
出
証
拠
の
整
理
、
尋
問
甑
項
書
の
起
案
、
議
告
要
旨
の
起
案
等
を
さ
せ
、
あ
る
い
は
証
人
箸
間
技
術
に
つ
い
て
指
導

し
、
も
っ
て
公
判
立
会
の
要
領
を
修
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
検
察
官
の
公
判
に
お
け
る
活
動
の
重
要
性
を
認
識

僻
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
健
特
に
事
件
の
真
相
を
把
握
、
見
透
し
の
体
得
、
証
拠
の
価
値
判
断
、
起
訴
・
不
起
訴
処
分
決
定

の
基
準
の
体
得
、
事
件
報
告
の
要
領
等
を
重
点
と
し
て
指
導
し
、
検
察
官
と
し
て
必
要
で
あ
る
迅
速
な
決
断
力
と
円
澗
妥
当
な

側
事
件
の
捜
査
に
つ
い
て
は
、
特
に
取
調
技
術
、
主
露
語

指
導
担
当
検
察
官
に
お
い
て
、
個
々
の
事
件
を
通
じ
正

し
、
あ
る
い
は
共
同
研
究
会
を
実
施
し
て
指
導
を
行
う
。

特
に
取
調
技
術
、
主
要
犯

検
察
に
関
す
る
総
合
的
鰻
終
的
指
導
を
施
し
、
す
で
に
修
得
し
た
検
察
実
務
の
理
諭
的
、
実
際
的
理
解
を
完
た
か
ら
し
め
る
こ

察
庁
に
対
す
為
報
告
、
他
検
察
庁
，

画
的
活
勤
の
実
体
を
理
解
さ
せ
る
．

判
断
力
等
を
蒸
成
体
得
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
．

り
、
検
視
、
検
師
、
取
調
等
の
要
領
を
修
得
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

司
法
捗
習
生
指
導
要
綱
検
察
（
後
期
｝
四
六

と
し
、
そ
の
三
分
の
一
位
は
起
訴
蕊
件
と
す
る
。
そ
の
他
強
盗
、
殺
人
、
放
火
等
篭
要
駆
件
に
つ
い
て
も
、
支
障
の
な
い
か
ぎ

Ｉ
ｕ
ｐ
■
リ
Ｏ
ｕ
ｒ

■
ｒ
Ｏ

“日

１
９
‐

Ｉ
＋
ｊ
Ｌ
Ｕ
ｄ
可
ｇ
ｄ
９
６
‐
９
１

教
行
、
令
状
、
証
拠
品
等
検
察
事
務
全
般
に
つ
い
て
、
識
譲
、
見
学
そ
の
他

の
取
扱
を
修
得
さ
せ
、
ま
た
瀞
察
、
刑
務
所
に
対
す
る
指
揮
及
び
連
絡
、
裁
判
所
と
の
連
絡
、
上
級
検

他
検
察
庁
と
の
共
助
等
に
つ
い
て
も
適
宜
そ
の
要
領
を
指
導
し
、
も
っ
て
検
察
機
柵
全
般
の
有
機
的
企

罪
捜
査
要
領
、
証
拠
収
集
方
法
、
捜
登
霧
類
作
成
要
領
を
中
心
に
、

■

個
々
の
事
件
を
通
じ
て
指
導
す
る
ほ
か
、
随
時
指
導
担
当
検
察
官
又
は
他
の
検
察
官
よ
り
識
蕊

４
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第
三
節
弁
謹

各
期
に
お
け
る
指
導
は
、
左
の
要
領
に
よ

一
司
法
研
修
所
に
お
け
る
前
期
指
導
期
間

謹
左
の
要
領
に
よ

目
指
導
方
法

修
習
記
録
に
よ
る
起
案
及
び
鮒
評
と
、
検
察
聯
務
に
関
す
る
問
題
の
研
究
討
龍
と
を
主
と
し
、
な
お
、
削
期
及
び
実
務
修
習
地

の
修
習
に
対
す
る
補
足
的
講
義
を
行
い
、
検
察
修
習
の
総
仕
上
げ
を
期
す
る
。
起
案
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
期
の
場
合
よ
り
も
複

雑
困
難
な
も
の
を
選
び
、
か
つ
在
庁
即
日
起
案
を
多
く
し
、
検
察
官
と
し
て
必
要
で
あ
る
迅
速
妥
当
な
処
理
能
力
の
蕊
成
に
努
め

口
指
導
方
法

“
民
事
弁
護

側
講
銭

Ｈ
指
導
目
梯

民
事
、

弘
」
す
ザ
ろ
。

る
西
件
位
）
。

{21

事
件
の
受
任
か
ら
保
全
処
分
の
申
諦
又
は
訴
の
提
起
ま
で
、
並
び
に
訴
の
提
起
か
ら
判
決
ま
で
の
訴
訟
の
進
展
経
渦
を
、

訴
訟
代
理
人
の
立
場
か
ら
解
説
し
、
請
求
の
趣
旨
及
び
原
因
、
認
否
、
抗
弁
、
立
証
潤
任
等
民
事
訴
訟
法
上
の
諸
原
則
の
実

際
的
意
義
を
修
得
さ
せ
る
．
な
お
、
強
制
執
行
、
誤
停
、
議
事
審
判
等
に
関
す
る
実
務
の
概
要
も
修
得
さ
せ
る
。

修
習
記
録
に
よ
り
訴
状
、
答
弁
譜
、
準
備
審
面
、
契
約
猶
等
《

仕
方
、
攻
蟻
防
禦
方
法
の
提
出
の
仕
方
等
韮
本
的
訓
練
を
行
う
。

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
弁
護
一
鮒
期
）

準
備
書
面
、
契
約
書
等
を

起
案
及
び
識
評 I

刑
事
に
関
す
る
一
般
弁
護
実
務
の
基
本
を
修
得
さ
せ
、
も
っ
て
弁
誕
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
持
た
せ
る
こ
・
と
を
目
橡

る。

Ｉ

４作
成
さ
せ
、

と
虹
に
対
す
る
識
評
を
行
い
、
法
律
構
成
の

』.、 ！

さ･
（シ
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口
■
、
、
■
９
０
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８
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ｒ
■
８
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■

１

刑
蕊
事
件
に
お
け
る
実
体
法
及
び
手
続
法
に
関
す
る
問
題
を
提
供
し
て
討
総
さ
せ
、
こ
れ
に
対
す
る
識
評
を
行
い
、
識

義
、
起
案
及
び
識
評
と
相
ま
っ
て
刑
事
甑
件
に
対
す
る
基
本
的
訓
練
を
行
う
．

二
実
務
修
習
地
に
お
け
る
指
導
期
間

卿
指
導
方
法
及
び
方
針

I-1

」
（
ノ
⑪

⑧
刑
事
弁
護

川
諭
義

子
房
、
余
唖
窪

司
法
研
俸
所
前
期
の
指
導
を
う
け
て
、
民
事
及
び
刑
事
に
関
苛
》
る
弁
護
実
務
の
実
体
を
体
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ

弁
護
士
の
使
命
及
び
そ
の
職
務
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
期
す
る
“

(3)(2)指
導
目
澱

(3)

訴
訟
事
件
を
対
象
と
し
て
、
訴
訟
代
理
人
の
立
場
か
ら
請
求
の
趣
旨
及
び
原
西
、
認
否
、
抗
弁
、
立
証
方
法
等
に
つ
き
討

論
さ
せ
、
こ
れ
に
対
す
る
諦
評
を
行
い
、
講
義
、
起
案
及
び
講
評
と
棺
ま
っ
て
訴
訟
事
件
に
対
す
る
基
本
的
訓
練
を
行

司
法
総
習
生
指
導
要
綱
弁
謹
（
実
務
｝

公
訴
の
提
起
か
ら
判
決
ま
で
の
訴
訟
の
進
展
経
過
を
解
説
し
、
刑
事
弁
護
人
の
立
場
か
ら
公
訴
事
実
に
鋪
す
る
陳
迩
証

拠
申
篭
被
告
人
及
び
羅
人
に
対
す
る
尋
問
、
証
拠
の
認
否
、
蝋
終
弁
論
等
刑
蛎
訴
訟
法
上
の
重
要
な
訴
訟
行
為
の
実
際
的

意
蕊
を
修
得
さ
せ
る
。

修
習
記
録
に
よ
り
弁
論
要
旨
、
控
訴
趣
意
書
、
上
告
趣
意
番
ぞ
作
成
さ
せ
、
こ
れ
に
対
す
る
講
評
を
行
い
、
懇
面
作
成
に

関
す
る
基
本
的
訓
練
を
施
し
、
そ
の
理
鏡
と
技
術
を
指
導
す
る
。

討
論
及
び
識
評

起
案
及
び
識
評

討
論
及
び
識
評

甥
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ゆ
可
合
や

三

閏
指
導
の
範
囲

側
弁
謹
士
倫
理

②
刑
事
訴
訟
第
一
審
、
控
訴
審
、
上
告
審
に
お
け
る
各
種
書
類
の
起
案

剛
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
の
面
接
そ
の
他
弁
護
権
の
行
使
方
法

司
法
研
修
所
に
お
け
る
後
期
指
導
期
間

て
指
導
す
る
。

卿
民
事
弁
護

側
弁
謹
士
一

②
民
事
誰

倒
商
事
、
｜

側
契
約
瞥

⑧
刑
蕊
弁
謹

側
弁
穫
士
》

弁
謹
士
倫

側
弁
謹
士
会
司
法
修
習
委
員
会
と
各
指
導
弁
護
士
間
及
び
各
指
導
弁
護
士
相
互
間
に
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、
民
事
弁
護
と
刑
事

弁
謹
の
修
習
が
そ
の
一
方
に
照
し
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
。

４
１
４
■
■

倒
右
と
併
行
し
て
、
弁
謹
士
会
司
法
修
習
委
員
会
に
お
い
て
、
特
別
雛
蕊
、
討
鎗
、
起
案
、
座
談
会
、
見
学
、
摸
擬
裁
判
等
を

適
宜
行
う
。 ●

口

４必
逼

．
＆

賠

仙
弁
謹
士
会
で
選
任
し
た
指
導
担
当
弁
護
士
に
よ
り
、
箪
件
の
受
任
か
ら
終
結
に
い
た
る
壼
で
の
進
展
経
過
の
実
体
を
、
裁
判

所
及
び
裁
判
所
外
に
お
い
て
具
体
的
に
指
導
体
得
さ
せ
、
特
に
法
廷
に
お
け
る
弁
論
を
見
学
さ
せ
、
依
頼
者
と
の
面
談
の
際
に

同
席
さ
せ
、
ま
た
受
任
し
た
既
済
・
未
済
の
訴
訟
記
録
を
閲
覧
研
究
さ
せ
る
。

前
記
方
針
に
基
い
て
、
指
導
担
当
弁
護
士
と
弁
護
士
会
司
法
修
習
委
員
会
と
の
協
調
の
も
と
に
、
お
お
む
ね
左
の
事
項
に
つ
い
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第
一 倒

指
導
方
法

Ｈ
措
導
目
標

修
正
を
施
し
て
も
差
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。

“

函“同回 側
講
義

側
起
案
及
び
講
評

倒
討
輪
及
び
識
評

第
四
節
補
則

司
法
研
修
所
に
お
い
て
は
へ

Ｈ
簿
記
会
計
学
、
刑
事
政
鋒

家
に
よ
る
識
演

い
て
は
令

前
二
期
間
に
お
い
て
、
弁
護
士
の
立
場
に
あ
っ
て
修
得
し
た
民
事
事
件
及
び
刑
事
事
件
の
理
論
的
実
際
的
理
解
に
つ
い
て
金
餓

的
な
調
整
を
図
り
な
が
ら
そ
の
総
合
的
簸
終
的
指
導
を
す
る
。

行
う
．

各
配
腐
庁
は
、
そ
の
地
の
実
傭
に
噛
じ
、
前
項
に
準
じ
て
、
講
演
見
学
等
・
笹
行
う
。

本
要
繧
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
各
配
属
庁
の
実
儲
に
即
し
て
、
本
要
編
の
定
め
る
趣
旨
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
適
切
妥
当
な

前
期
指
導
に
準
じ
、
左
の
要
領
に
よ
る
．

先
載
法
曹
の
諦
演
又
は
座
談
会
・

裁
判
傍
聴
、
証
券
取
引
所
、
手
形
交
換
所
、

英
米
証
拠
法
、
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
法
、
鑑
識
学
、
行
刑
司
法
保
謹
等
実
務
上
参
考
と
ほ
ろ
特
殊
の
躯
項
に
つ
い
て
の
特
別
諦
畿

全
国
に
お
け
る
戦
件
処
理
状
況
等
法
律
実
務
の
実
情
に
つ
い
て
の
関
係
当
局
の
実
務
家
に
よ
る
識
減

司
法
修
習
生
指
導
要
綱
補
則

I
F

d

I

1

や
●

鼬
●

i律
ひ
●

0

1
↓

、
6

1．
9

■

0

1

↑

舎

l

Q

r

k

実
務
に
関
す
る
修
習
に
質
す
る
た
め
、

●

刑
事
政
策
、
法
躍
学
、
精
神
病
学
、
犯
罪
心
理
学
等
の
い
わ
ゆ
る
補
助
科
学
及
び
外
国
法
に
つ
陰
Ｌ
の
専
門

■

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

刑
務
所
、
科
学
捜
査
研
究
所
等
実
務
に
関
係
の
あ
る
中
央
の
施
設
の
見
学
等
を

９

８
Ｌ
０
Ｊ
ｂ
０
■
ｐ
■
目
■

十Ｆ

ｌ
も
◇
申
Ｉ
７
０
Ｕ
０
１
Ｇ
口
４
，
，
９
０
卜
■
Ｆ
“
『
。
。
ｂ
ｅ
・
ｆ
ｏ

●
４
“
Ｂ
■
Ｏ
Ｂ
０
ｒ
Ｕ
８
０
Ｐ
Ｉ
０
？
↑
１
０
‐
６
‐
１
ｈ
日
。
●
●
■
０
１
９
１
８
９
１
１
。
△
●
０
■
９
９
１
．
１
日

１

り
。
④
’
９
１
９
ｈ
“
●
■
巳
。
、
。
。

ｆ
ｌ
Ｉ
Ｑ
１
Ｉ
０
且
ｐ
６

‐
、
■
卜
Ｆ
町
・
Ｏ
Ｄ
Ｑ
ｒ

|”

i釦
I
l

i

竿

五
○

■

卜

９

Ｊ

ｊ

４

６

ｈ

Ｐ

ｈ

』

Ｌ

Ｏ

１

ｐＬＰＵ

ｒ
９
。
，
ｊ
Ⅱ
‐
Ｐ
ｂ

９１１１

．７

０

‐
０
凸
Ⅱ
日
令
ｆ
ｊ
も
■
■
１
日
Ｉ
０
０
６
９
１
ｊ
ｒ

卜

ｑ

Ｆ

Ｆ

６

９

１

十

．

■

：

ｌ

ｂ

ｂ

‐

！

‐

、

４

・

１

０

ｑ

い
り

ｒ今

６
１
Ｄ
６
１
９
０
Ｊ
６
ｒ
１
Ｉ
６
８
４



刑
事
裁
判
教
官
〃

司
法
研
修
所
職
員
名
簿

所
畏
判
事
大
塚
正
夫

民
事
裁
判
教
官
〃
武
藤
春
光

″
〃
寺
灘
光
子

″
〃
伊
藤
滋
夫

″
〃
大
石
忠
生

”
〃
定
塚
孝
司

″
〃
岩
井
康
倶

〃 ．〃 〃〃

司
法
研
修
所
職
員
名
簿

（

γ 〃

″
牧
野
利
秋
丁
■
■
・
丁
■
■
画
・

″
菅
原
晴
郎
画
■
■
■
、
ユ
’

l1

山

並
木
茂

佐
藤
歳
二

ホ

茂

_■■ ﾛ‐ｒ
Ⅱ
Ⅱ

‐
ｉ
Ｉ
Ｌ
－

Ｉ

Ｉ
１
－
一
一■

I I111 ■■
』

１
１
」

藺
和
五
二
・
二
・
一
現
廷

七

Ⅱ■~．MII1
、

五
一

1l
巾



司
法
研
修
所
職
員
名
簿

刑
事
裁
判
教
官
判
事
藤
島
利
行

″
〃
竪
山
真
一

″
〃
新
谷
一
信

″
〃
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〃
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〃
逢
坂
芳
雄

″
〃
中
山
善
房

″
〃
宮
嶋
英
世

検
察
教
官
検
事
平
田
胤
明

″
〃
押
谷
靭
雄

″
〃
荒
川
洋
二

″
〃
丸
谷
日
出
男

3

心
掘
Ｌ
ｒ
Ｉ

■

I 1

'1'1r町
■■且 １

１
g

■－

１
１

■
■
■
■
■
ｒ
■
・

■
■
■
■
ｒ
Ⅱ
日
日
■

’
１

『
一

力

|④
訂

五
三二



民
駆
弁
謹
教
官
弁
謹
士
川

″
〃
橋

″
″

松

〃
〃
山

″
〃
米

″
〃
原

″
〃
小

″
〃
星

″
〃
松

″
〃
海

刑
事
弁
護
教
官
〃
宮

司
法
研
修
所
職
員
名
鰭

グ 〃 〃〃 〃〃 例

I

〃〃

″
寺
西
測
泰

〃〃

″
今
井
良
児

X

山村 日中
津
野川

正

購彰

原谷脇 堀田津本浦元崎 下山

友
夫

四
郎
平勇

晃
夫

稜
威
雄

箪
司樹

二
良泰

利
宏

守
男

守弘

英義
『

‘…戸一一一・ ‐=~胃一一一~一F一三戸

1
1r

J IUI｜ ’

－

■
■
且

皿Ⅲ

lliililiill
ⅢⅢⅢ

当

ざ

I

御

Y



４
筋
局
次
長
戦
務
宮
米

〃

事
務
局
長 ″

〃
西
田
公
一

″
〃
伊
藤
和
夫

所
付
判
事
補
竹
的
博
允

″
弁
謹
士
松
本
三
樹
夫

″
〃
柳
瀬
康
治

司
法
研
修
所
職
員
名
簿
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事
弁
護
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官
弁
謹
士
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〃

森

″
〃
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〃
″
〃
柳
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誌
泌
課
長
が
村
越
邦

総
務
課

課
艮
織
佐
〃
ｂ
向
野

″

課
長
補
佐
兼
〃
高
・
本
庄

京
秘
係
長

″

″
商
忠

課
長
補
佐

″

礁
務
係
長
〃
宿
井
寿

″

会
計
係
災
〃

藤
板

″

″

関
口

嬬
度
係
炎

″

″
侮
噺
市

給
与
係
腱

企
画
線
厘
〃
街
人

企
澗
課

赤
石
沢
希

課
長
袖
佐
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龍
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企
職
係
長

″

″

小
腱
細

迩
営
係
長

司
法
研
修
所
職
員
名
簿

向
忠

茂
木

I

ｋ
ｌ

煽

揖
井
寿
權

藤
板
戯

開
口
礎
一壁

■
■
■

小
脇
卸
縮
■
■
■

男門 穀光 ‘鮒郎

＝

・
１
４
６
Ｊ
一
亘
亘
二
一

一
■
■
・
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

口
Ⅱ

一

且
Ｉ
■

■H
｢一
’

＝

■ ロ

Ｈ
１

■
■
■
■
■

｜
■
■
■
■ lil l

l■■■■ ■■■■

蝋
、

． ■■■

臨
五

lll111
■■ ■■■■■

－－ー■■■■■■■■■－



資
料
課

課
長
補
佐

″″″

資
料
係
畏

″

教
材
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係
長
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材
第
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係
畏
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図
沓
係
長

資調企

司
法
修
習
生
修
了
者
数
一
覧
表

画
課

査
係
長

事
務
官
鈴
木
弘

科
課
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村
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二
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用
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一
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⑩
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三
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○
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期
（
昭
二
八
採
用
）

第
六
期
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